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○ 大学の概要

（１） 現況 （２） 大学の基本的な目標等
① 大学名

国立大学法人山口大学 山口大学は，「発見し・はぐくみ・かたちにする 知の広場」であることを
理念に，地域の基幹総合大学および世界に開かれた教育研究機関として，たゆ

② 所在地 まぬ研究および社会活動とそれらの成果に立脚した教育の実践を最大の使命に
吉田キャンパス（本部，人文学部，教育学部，経済学部，理学部， 掲げ，以下の基本的な目標の達成をめざす。

農学部，人文科学研究科，教育学研究科， １．目標，能力に応じて学ぶ楽しさを発見できる共通教育と，実践的チ
経済学研究科，理工学研究科，農学研究科， ャレンジ精神で世界に通用する個性豊かなオンリーワンをはぐくむ専
東アジア研究科，連合獣医学研究科） 門学部教育および大学院教育のために，学ぶ人の視点に立ったカリキュ

山口県山口市 ラム，指導，支援体制を構築する。
常盤キャンパス（工学部，理工学研究科，技術経営研究科） ２．不断の点検と評価を基礎に，本学の特色・個性から芽生えてくる研

山口県宇部市 究を発見し，開拓するとともに，世界水準の独創的研究を大学全体と
小串キャンパス（医学部，医学系研究科） して戦略的にはぐくみ，研究心あふれる新たな知の拠点をかたちにし

山口県宇部市 ていく。
３．社会貢献をかたちにするために，研究活動の成果を知的財産として

③ 役員の状況 地域社会の発展に活用し，地域の知的活動の活性化に努めるとともに，
学長 加藤 紘（平成１４年５月１６日～平成１８年５月１５日） 東アジアや世界の発展に貢献する人的・知的交流活動の充実に努める。
学長 丸本 卓哉（平成１８年５月１６日～平成２２年３月３１日） これらの目標を達成するために，構成員の一人ひとりが自らの意欲と能力を
理事数 ５人 十二分に発揮するとともに，学長を中心に一体となって，社会に対する説明
監事数 ２人 責任と自主・自律の経営責任を果たしつつ，不断の自己点検と業務運営改善

に基づき，自己革新に努めていく。
④ 学部等の構成

学部
人文学部，教育学部，経済学部，理学部，医学部，工学部， （３） 大学の機構図・・・別添
農学部

大学院
人文科学研究科，教育学研究科，経済学研究科，医学系研究科，
理工学研究科，農学研究科，東アジア研究科，技術経営研究科，
連合獣医学研究科

⑤ 学生数及び教職員数

総学生数 １０，６９５人（２３６人）
学部学生 ８，９６７人（ ４９人）
修士課程 １，１５１人（ ９０人）
博士課程 ５３１人（ ９６人）
専門職学位課程 ４６人（ １人）

教職員数 ２，０１４人
教 員 ８９４人
職 員 １，１２０人

山口大学
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○ 全体的な状況

法人化４年間の中期目標・計画への取り組みの実績を，平成２０～２１年度の ４ 学生による授業評価及び教員による授業自己評価
実施予定とともに，本学の基本的目標にそって，学長の下に各担当副学長等が検 ｢教育情報システムIYOCAN（Information of Your Course Analysis）｣を独自に
証した。平成１６年度及び平成１８年度に構築した体制・仕組みを働かせ学長の 開発し，平成１７年度から「学生による授業評価」をもとに「教員による授業自
リーダーシップの下に業務運営の改善・効率化，財務内容の改善及び教育研究の 己評価」を実施し，授業改善を行っている。また，授業改善を奨励することを目
質の向上等，平成１９事業年度の年度計画を確実に実行した。その結果，ほぼ， 的として，授業が特に優れた者に対して，ベストティーチャーとして学長が功績
第Ⅰ期中期目標・計画は達成しているものと，判断している。 賞を授与している。

５ 全学的ＦＤ活動
【大学の基本的な目標】 教育内容及び教育方法の改善に取り組むため，「大学教育職員能力開発（ＦＤ）

１． 目標，能力に応じて学ぶ楽しさを発見できる共通教育と，実践的 委員会」を設置し，大学教育機構と連携して全学ＦＤ研修会及び講演会を開催し
チャレンジ精神で世界に通用する個性豊かなオンリーワンをはぐく ている。平成１７年度から，授業技術，教育評価及びメディア利用などのテーマ
む専門学部教育および大学院教育のために，学ぶ人の視点に立ったカ 毎に参加者を募るアラカルト方式へ展開し，教員のニーズや課題に対応している。
リキュラム，指導，支援体制を構築する。

６ 共通教育の全学的実施体制
〔Ⅰ 教育の実施体制及び状況 〕 共通教育の実施体制として，専門分野別に７の授業分野を置き，当該授業分野
１ 教育研究組織の見直し に授業科目別に共通教育の授業の担当と実施について責任を持つ２３授業科目別

国立大学法人化に伴い，大学の自主性・自律性に基づき，柔軟に組織の見直し 分科会を組織し，教員はいずれかの授業科目別分科会に所属し，共通教育を担当
ができることとなったことを活かし，地域や社会のニーズに応えた教育研究組織 することとしている。また，同分科会毎にカリキュラムの見直し，テキスト及びe
の再編を進め，観光政策や技術経営の分野においては，他の国立大学法人に先駆 ラーニング教材の開発等のＦＤ活動を行っている。
け，組織の整備を行った。

なお，平成１７年度に新設した技術経営研究科（専門職学位課程）においては， ７ 特別待遇学生（特待生）制度
広島市及び北九州市にサテライト教室を設置し，近隣地域における技術経営教育 学業，人物ともに優れた人材の入学の促進並びに在学中の勉学を奨励し，本学
の推進に寄与している。 のより一層の活性化を図るため，特別待遇学生（特待生）制度（特待生期間に係

・平成１７年度：経済学部観光政策学科，医学系研究科保健学専攻（修士課程） る授業料を免除する制度）を創設している。
及び技術経営研究科（専門職学位課程）の設置

・平成１８年度：理学部の学科再編，医学系研究科及び理工学研究科の専攻再 ８ 全学的学生支援体制の構築
編，工学部夜間主コースの廃止 学生からの多様な相談に応えるため，学生支援センター「学生相談部」は，「学

・平成１９年度：工学部の学科再編，医学系研究科保健学専攻（博士課程）の 生相談所」と「学生生活なんでも相談窓口」で組織し，保健管理センター及び学
設置 部等と連携して学生からの相談にあたっている。また，学生の自学自習を支援す

るため，「学習相談支援室」を設置し，教員及び大学院生が個別相談に応じてい
２ グラデュエーション・ポリシー（ＧＰ） る。

全国の他大学に先駆けて，平成１６年度に学部学科及び研究科専攻毎に，卒業
（修了）時に備えておくべき資質を「グラデュエーション・ポリシー（ＧＰ）」
として具体的に示し，どの授業科目でＧＰを身に付けることができるのか授業科 【大学の基本的な目標】
目とＧＰとの関係を「カリキュラムマップ」で公開（平成１７年度）している。 ２．不断の点検と評価を基礎に，本学の特色・個性から芽生えてくる研究

を発見し，開拓するとともに，世界水準の独創的研究を大学全体として
３ Ｗｅｂシラバス 戦略的にはぐくみ，研究心あふれる新たな知の拠点をかたちにしていく。

学生に学習の指針を与え，科目選択の便を図るため，全ての学部・研究科でシ
ラバスの項目を統一し，Web上で入力・閲覧できるシステム「CABOS(Computer Ass 〔Ⅰ 研究の実施体制及び状況 〕
isted Board of Syllabus）」を開発し，毎年度Webシラバスの作成・公開・デー １ 研究推進戦略室
タの蓄積を行っている。シラバスでは，授業の到達目標，成績評価法，授業で活 平成１６年度，本学の研究活動を戦略的に推進するため「研究推進戦略室」を
用する教科書や参考書を掲載するとともに，図書館にシラバス掲載図書を整備し 発足させ，平成１７年度に「研究基本方針」を公表するとともに，大学として重
て，学生の自学自習を支援している。 点的に推進する研究の選定，評価及び支援方法等のシステムの企画・立案を行っ

た。

山口大学
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２ 研究の重点領域 ２ 知的財産活動
本学の中期目標期間中の研究の重点領域として，「文理融合型の研究推進（時 知的財産活動としては，1)各種団体主催の新技術説明会での出展・技術シーズ

間学研究所）」，「地域の特色を活かした研究推進（やまぐち学）」，「医工学分野（医 紹介・技術相談等，2)実用化研究助成プログラムによる研究シーズの育成支援，3)
工連携による医療系科学技術の研究）」，「環境共生分野（理工農連携による環 知的財産の発掘，保護，管理と山口ティー･エル･オーとの業務委託のもとで行う
境系科学技術に関する研究）」，「生命科学分野（医療関連分野及び微生物関連分 技術移転等を行っている。
野）」，「経済的価値や社会的価値を生み出す研究」を推進している。

３ 大学コンソーシアムやまぐち
３ 研究特任教員及び研究主体教員 平成１８年５月に県内１１の大学等機関による「大学コンソーシアムやまぐち」

大学としての戦略的研究支援を進めるため，「研究特任教員」（平成１６年 を発足し，国際交流及び留学生関連の事業に対する支援，ＦＤ関連の研修会を共
度に制度創設：６名以内を認定）と「研究主体教員」（平成１７年度に制度 同開催するとともに，平成１９年１２月には設立１周年を記念して「『やまぐち』
創設：４０名以内を認定）に対し，インセンティブとして，研究特任教員に （山口県）で学ぼう」と題し，高校生，保護者及び教育関係者を対象としたシン
はポストドクター採用経費補助（年額３００万円），研究主体教員の若手研 ポジウムを開催した。
究者には，研究成果発表に必要な経費として年額３０万円を措置した。

４ 東アジアを中心とした国際交流
４ 研究推進体及びスーパー研究推進体 東アジアとの共存を目指した人的・知的交流活動を推進しており，国立大学法

平成１６年度，学部横断型の研究グループ(４名以上で構成)の形成，外部に開 人化以降，武漢理工大学（中国），国立慶尚大学校（韓国），貴州大学（中国），
かれたオープンな研究の促進を目的として，「研究推進体」制度を構築した。「研 国立中興大学（台湾）と大学間学術交流協定を締結した。
究推進体」には，1)世界水準の研究を推進，2)地域の課題研究を推進，3)生活者
や産業社会のニーズに応える研究を推進，4)２１世紀の重要課題あるいは萌芽的 ５ 「国際協力の里」構想
課題に取り組む研究を推進，の４種に分類して公募し，平成１９年度現在，４２ 平成１９年３月，国際交流から国際協力への転換を通じ人材育成に資するため
のグループを認定し，様々な研究に取り組んでいる。さらに，研究推進体の中か 「国際協力の里」基本構想を策定し，基本資料として「山大国際協力人財（材）
ら優れた研究活動を推進するグループを「スーパー研究推進体」として認定し， ＢＡＮＫ」を取りまとめた。基本構想を推進するため，「山口国際協力の里ネッ
研究資金の重点配分を実施している。 トワーク推進会議」を設置し，ネットワークを通じて取り組むべき事業の企画等

についての検討を行っている。また，同ネットワークの活動の推進役として，教
５ 時限付き研究所 職員有志による分野横断的な「国際協力活動推進プラットフォーム」を立ち上げ，

平成１６年度，５年間の時限付研究所として「時間学研究所」を設置し，専任 ＯＤＡの現状や開発途上国・地域に対する調査・研究を行っている。
の教員を３名配置し，学内から公募したプロジェクト研究を推進している。また，
各プロジェクトの研究活動の状況を研究活動報告書としてWebページに掲載し，設 ６ 地域と山口大学の交流会
置時限において，外部評価を含めた事後評価を行うこととしている。 地域の企業等との連携強化を図るため，山口大学の活動状況の紹介と企業等と

の意見及び情報交換を行うため，「地域と山口大学の交流会」を継続的に開催す
ることとし，平成１８年度は山口県東部の周南市，平成１９年度は岩国市及び下
関市で実施した。

【大学の基本的な目標】 ７ 県内３図書館における相互協力協定
３．社会貢献をかたちにするために，研究活動の成果を知的財産として地 県内の図書館利用者への館種を超えた相互協力事業の推進を図るため，平成１

域社会の発展に活用し，地域の知的活動の活性化に努めるとともに，東 ８年７月に「山口県立山口図書館」，「山口大学図書館」，「山口県立大学附属図書
アジアや世界の発展に貢献する人的・知的交流活動の充実に努める。 館」の３館で相互協力協定を締結し，具体的事業として，３館における資料の相

互貸借や研修交流を実施した。
〔Ⅰ 社会貢献・国際交流の推進体制及び状況 〕
１ 包括的連携・協力協定等の締結

平成１６年度，宇部興産株式会社，国際協力銀行，株式会社トクヤマ徳山製造
所，山口銀行，宇部市及び宇部工業高等専門学校，平成１７年度に山口市及び国
土交通省中国地方整備局と包括的連携・協力協定等を締結し，共同研究及び受託
研究等を推進し，地域の課題解決に貢献している。

山口大学
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・ 学術情報機構の再編
【大学の基本的な目標】 平成１８年度，教育・研究活動及び地域社会貢献活動のための情報基盤構築を

これらの目標を達成するために，構成員の一人ひとりが自らの意欲と能力 戦略的に推進し，大学情報の流通マネジメントの最適化を図るため，「学術情報
を十二分に発揮するとともに，学長を中心に一体となって，社会に対する説明 機構」を「大学情報機構」に再編した。
責任と自主・自律の経営責任を果たしつつ，不断の自己点検と業務運営改善に
基づき，自己革新に努めていく。 ４ 人事の適正化への取組

・ 職員人事評価への取組
〔Ⅰ 業務運営の改善及び効率化 〕 「事務職員人事評価実施要領」を定め，平成１８年度及び平成１９年度に人事
１ 運営体制の改善と効果的な運用 評価を試行し，平成２０年度から本格実施した。また，平成２０年度の試行を目
・ 山口大学の将来計画等の制定 指し，「大学教育職員人事評価制度」及び「附属学校教育職員人事評価制度」を

平成１８年度，法人化後３年目を迎え，新たな大学づくりに踏み出すに当たり， 策定し，学内意見を求め意見の集約化を行った。
理念の共有と目標の実現を目指すため，「山口大学憲章」を制定した。平成１９ なお，これらの取組により，国立大学法人評価委員会からの「人事評価につい
年度に，憲章の基本理念を踏まえ，２０１５年に２００周年を迎える本学の中長 て，今後，本格実施に向け着実に取り組むことが期待される」との意見を大学運
期的な将来像として，「明日の山口大学ビジョン」を策定した。 営に反映させた。

・ 企画調整会議の設置 ・ 教員組織の在り方
大学が戦略的に進める企画の立案と円滑な実施に向け，学長，副学長及び学部 学校教育法の一部改正に伴い，「教員組織の整備に関する方針」を策定し，「助

長等で構成する「企画調整会議」を平成１９年４月に設置した。 教」と「助手」の職務及び位置付けを明確に区分した。

・ 外部有識者の積極的活用 ５ 事務等の効率化・合理化への取組
大学運営について，適宜，指導・助言を受けるため，経営協議会や監事の意見 ・ 事務組織の再編

を業務運営に反映させるとともに，外部有識者による「アドバイザリー制度」を 「事務組織再編に向けての基本方針」を定め，若手事務職員（係長相当職を中
設け，広報分野に１名を配置した。 心）２３人で構成する「事務組織再編検討委員会」を設置して，社会の変化に対

応した事務組織の検討に着手し，平成２０年４月，学長を中心とした戦略的な業
２ 戦略的・効果的な資源配分 務運営を行うため，学長直属の組織として総合企画部を設置するとともに，事務
・ 学長のリーダーシップによる教育職員の配置 の集約化，学生支援及び研究協力の分野の充実を図った。

行政改革推進法を踏まえた教員人件費削減計画を策定するとともに，「学長運
用ポスト」の確保と，その運用方針を明確にした。これにより，学長のリーダー ６ 監査機能の充実
シップの下，教員の戦略的配置や教育研究の充実のための配置を行った。 ・ 監事監査・内部監査

監事監査及び内部監査は，計画的に行い，改善事項を指摘し，改善策を提出さ
・ 学長裁量経費の配分 せている。監事監査の一環として，学長，副学長及び部局長へのインタビューに

平成１６年度から引き続き，学長のリーダーシップの下，学長裁量経費（戦略 加え，新たに事務局各部長へのインタビューを行い，その状況等は，Webページに
的経費）を予算措置し，中期計画及び年度計画を確実に実施するためのプロジェ 「監査だより」として掲載している。また，監事は，主要な会議に出席している。
クト等の重点的事項に対して配分している。また，学部長等のリーダーシップを
支援するため，部局長裁量経費を学長裁量経費の中から配分している。 〔Ⅱ 財務内容の改善 〕

１ 経費の節減，自己収入の増加
３ 機構組織の見直し ・ 経費節減
・ ３機構制の構築 印刷していたものをWebページに掲載することで，印刷経費を削減し，また，電

平成１６年度，国立大学法人化を契機に学内共同教育研究施設等を「大学教育 力契約を単年度契約から長期契約に変更することにより，平成１７年度は２５，
機構」，「産学公連携・創業支援機構」，「学術情報機構」の教育研究支援組織に再 ５１１千円，平成１８年度は１１，１４４千円の削減を図った。また，改修建物
編し，副学長が同機構長を兼ね，学部・研究科と連携し，業務を行っている。 等への設置機器は省エネタイプのものを導入した。

・ ３機構連絡会の設置 ・ 自己収入の増加・外部資金の獲得
効率的な大学運営を図るため，３機構間の業務を調整する「３機構連絡会」を 「開放授業」及び「シニアサマーカレッジ」を新たに開催するとともに，「公

設置し，定例開催とした。 開講座」の講座数を増やし，自己収入の増加を図った。
また，外部資金として，受託研究９億９，０００万，共同研究６億２，０００

万他計３４億７，０００万，科学研究費補助金等８億５，０００万，総額４３億
２，０００万を獲得した。
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２ 附属病院における経費節減，自己収入の増加 ・ 施設・設備の有効活用の促進
１）ジェネリック医薬品の導入及び７対１看護の導入により，大幅な病院収入の 全学的見地から効率・弾力的に運用するため，「国立大学法人山口大学の施設

増加を図った。 （建物）使用に関する基本方針」を定めた。また，施設の有効活用のため，全学
２）医療材料について公的病院の購入価格の情報を収集し，契約方法を見直し， の現有施設の使用状況調査を実施するとともに，既存施設の見直しを行い，新た

平成１８年１０月から年間で約１１０，０００千円の削減を行った。また，自 な共同利用スペース（4,800㎡）を確保した。
己収入の増加のため，病床の再編を行うとともに，差額病床の料金の見直しを
行った。 ２ 安全管理に関する取組

・ 危機管理態勢の充実
３ 人件費削減に向けた取組 各部局毎に作成している危機管理マニュアルを整理し，全学的な危機管理マニ

行政改革推進法が示されたことから，事務系職員については，常勤人件費５％ ュアルを策定するため，各部局等における危機管理関連規則及び態勢に関する調
減，高年齢者継続雇用及び障害者雇用に必要な人件費を把握し，これらを考慮の 査を行った。
上，平成１８年度から平成２２年度までの人員削減計画を策定した。

教育職員については，「学長運用ポスト」の検討の中で，行政改革推進法によ ３ 大学人としてのモラルの確立に関する具体的方策
る人件費削減及び処遇改善等への対応分を確保し，人員削減計画を策定した。 ・ 「役員及び職員倫理規則」等の策定

平成１６年度，「山口大学のめざす２１世紀のありかた」（長期目標），「役員及
〔Ⅲ 自己点検・評価及び情報提供 〕 び職員倫理規則」，「セクシュアル・ハラスメントの防止及び対策に関する規則」，
１ 評価の充実 「イコール・パートナーシップ委員会規則」及び「セクシュアル・ハラスメント
・ 教育研究の質の向上のための取組 防止・対策に関するガイドライン」を制定し，Webページに掲載して意識啓発に努

平成１９年度，教員の研究水準評価を行うため，全教員を科学研究費補助金の め，モラルの確立を図った。
分科に即した研究領域単位集団に区分して，各集団ごとに研究水準判定基準を作
成し，評価を実施した。また「山口大学自己点検評価システム（YUSE）」に集積 ・ 研究不正防止への対応
したデータを活用して，全教員を対象として，教育，研究，大学運営及び社会貢 平成１８年度，研究不正の防止として，「研究者倫理綱領」及び「研究者の学
献活動に関する全般的活動評価を実施し，その概要をWebページに公開している。 術研究に係る不正行為に対する措置等に関する規則」を制定し，Webページに公開

した。
２ 情報公開の推進
・ 学長の定例記者会見

平成１８年度から，学長の記者会見を定例的に開催することとし，大学の重要 〔Ⅴ 教育研究等の質の向上の状況 〕
な事項をタイムリーに発表するとともに，部局等の主な事業等も併せて情報提供 １ 附属病院及び附属学校における取組
し，報道機関等との連携も向上した。また，学長メールマガジン（丸卓トークス ・ 附属病院における取組
・月刊）を通じて，全教職員に学長から直接メッセージを伝えている。 平成１９年１月に厚生労働大臣から「都道府県がん診療連携拠点病院」の指定

を受け，がん医療の推進，また，特定機能病院として高度な医療を提供する使命
・「所蔵学術資産継承事業」及び「学術機関リポジトリ（YUNOCA）」 を果たすため，看護師の増員を進めた。さらに，現在の治療や診断内容について，

本学が所蔵する学術資産を戦略的に保存・継承を行うため状況調査を行い，そ 主治医以外の専門医に相談できる「セカンドオピニオン外来」を設置した。
の結果を「所蔵学術資産継承事業報告書」として刊行し，貴重資料の修復とデジ
タル化を行った。また，大学の研究成果物である学術論文や紀要等を全世界に向 ・ 附属学校における取組
けて情報発信するため，「YUNOCA」を公開し，掲載情報の充実を図っている。 附属山口小学校では附属特別支援学校と協働して特別な支援を必要とする児童

の支援体制について検討し，養護教諭による行動観察や担任・保護者との相談活
〔Ⅳ その他の業務運営に関する重要事項 〕 動を行った。また，附属特別支援学校では幼児教育相談室，軽度発達障害相談室
１ 施設設備の整備・活用等に関する取組 を開設し，延べ１００件を超える外来相談に対応している。
・ 施設マネジメント実施体制及び活動状況

キャンパス環境改善計画を策定し，図書館前広場整備，共通教育棟の西側歩道
整備及び周辺駐輪場整備等を行った。また，環境マネジメント対策を推進し，本
学の環境に配慮した取組状況等を「環境報告書」として取りまとめ公表した。
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項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

① 運営体制の改善に関する目標

１）全学的な経営戦略の確立に関する目標
中 ・ 自律的な経営体としての実質を確立することを第一期の経営戦略課題とし，学長のリーダーシップのもとに学内外の信頼と英知とを集めて，企画-実践-点検

の高い自律機能をもった組織としての大学経営像をめざす。
期 ２）運営組織の効果的・機動的な運営に関する目標

・ 全学的視点から運営組織間の有機的な連携を進める。
目 ・ 時間の効果的，効率的配分をめざした業務運営を行う。

・ 業務運営の改善・効率性を常に検証する。
標 ３）学部長を中心とした機動的・戦略的な学部運営に関する目標

・ 各学部は，全学の運営方針に立脚して，学部長を中心とする機動的・戦略的な組織運営を進め，学部に課せられた使命を自主的な創意工夫と自己点検とによ
り果たしていく。

４）教員・事務職員等による一体的な運営に関する目標
・ 教員と職員が，役割に応じ常に一体となって業務運営に総合力を発揮できる運営体制を構築する。
５）全学的視点からの戦略的な学内資源配分に関する目標
・ 人員，予算等の学内資源については，戦略的配分を可能とする柔軟な運営の枠組みを設け，中長期的な見通しに基づいて毎年度の配分を決定する。
６）学外の有識者・専門家の参画に関する目標
・ 社会の大学に対する要望や意見を取り入れて法人運営に反映させるとともに，法人経営に必要な専門的知識・経験などを学び取るために，学外の有識者・専

門家の参画を進める。
７）内部監査機能の充実に関する目標

・ 内部監査機能を整備，強化して，業務執行の適正化と効率化に努める。
８）大学間の自主的な連携・協力体制に関する目標

・ 国立大学間および近隣の大学間で，共通業務についての相補的連携を進める。

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成19年度計画 状況

中 年 中 年
平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度

１）全学的な経営戦略の確立に （平成16～18年度の実施状況概略）
関する具体的方策 １．平成１６年４月の法人化とともに，学長の ・ 各副学長のもとで，中期

Ⅲ 下に６名の副学長を配置し，分掌する事務及 目標及び中期計画の各項目
【１７０】 び中期目標・計画の担当を定め，機動的・効 を着実に実行する体制を継
・ 副学長分掌制および「機構」 率的に業務運営を行う体制を構築した。 続して堅持する。

制のもとで，中期計画を具体
的達成指標を定めた業務上の ２．毎年度，各年度の年度計画の進捗状況を実
実施プログラムに体系化し， 施プログラムを用いて把握し，懸案事項等に
明確な実施責任体制に基づい ついて，企画広報担当副学長が関係副学長と
た行程管理と業務自己点検の 連携し，中期計画の着実な実行を図った。
徹底により各部署の実施状況
を掌握するとともに，部署間 ３．国立大学法人評価委員会の評価結果に対し
の相互調整を図ることによ ては，順次，改善を図った。
り，大学全体としての諸目標
の着実な達成をめざす。 【１７０－１】 （平成19年度の実施状況）

・ 各副学長のもとで，中期目標及び中 【１７０－１】
期計画の各項目を着実に実行する体制 Ⅲ １．平成１９年４月開催の部局長会議及び教育
を継続して堅持する。 研究評議会において，各副学長から，平成１

９年度年度計画の重点事項について，説明を
・ 戦略性及び実効性を持った大学とし 行った。

山口大学
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ての企画立案を行うため，各学部及び
研究科間の意見交換及び企画調整を実 ２．平成１９年４月に，戦略性を持った大学と
施する体制を構築する。 しての企画立案，取組設定，部局長間の意見

交換等を行うために，企画調整会議を設置し，
毎月１回開催するとともに，必要に応じて随
時で開催し，大学が抱える様々な諸課題につ
いて，意見交換を行った。

【１７１】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 事故の発生を未然に防ぎ， １．事故の発生を未然に防ぐため，次の方策を ・ 全学的・総合的な危機

また，発生した事故に迅速に Ⅲ 講じた。 管理システムを構築する。
対応するため，リスクマネジ ①平成17年度から，夜間及び休日において，
メント体制を強化する。 名札（ICカード）による入退館管理システ

ムを導入し，平成17年度は事務局１・２号
館，平成18年度は共通教育棟にシステムを
適用した。

②平成16年度から，屋内外の物品の撤去等を
学内に周知・徹底するとともに，屋内外の
物品の撤去等に係る取組状況の調査を実施
した。

③平成16年度に，山口大学の代表電話等にか
かる不審電話等に対する対策を講じた。

２．発生した事件・事故等に迅速に対応するた
め，次の方策を講じた。
①平成16年度に，国立大学法人山口大学危機
管理指針を定め，学長をトップとする「危
機管理対策本部」の設置等を含む危機管理
体制の強化を図った。また，「事件・事故
等緊急連絡・通報体制」を策定した。

②平成16年度から，消防訓練並びに防災訓練
を実施し，災害時における職員各自の役割
について再認識させた。

３．その他の危機管理体制強化として，次の方
策を講じた。
①平成17年度に，個人情報保護の観点から，
「個人情報保護に関する基本方針」を作成
するとともに，全教職員に対して，「個人
情報に係る教育研修会」を開催した。
②平成17年度に，「公益通報取扱規則」を制
定し，公益通報者に対する保護体制を整備
した。

【１７１－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 全学的・総合的な危機管理体制の確 【１７１－１】

立に向け検討する。 Ⅲ １．全学的・総合的な危機管理体制の確立に向
け，国立大学法人山口大学危機管理対策検討
委員会を組織するとともに，山口大学危機管
理マニュアルの作成に関し，マニュアルの内
容について検討した。

２．平成16年度から実施している屋内外の物品
の撤去等に係る調査を今年度も実施し，部局
長会議で調査結果を報告することにより，危
機管理に対する意識の高揚を図った。

２）運営組織の効果的・機動的 （平成16～18年度の実施状況概略）

山口大学
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な運営に関する具体的方策 １．平成１６年４月に，学内教育研究共同施設 ・ ３機構間の情報の共有化
Ⅲ 等を，大学教育機構，産学公連携・創業支援 等を図るために設置した「３

【１７２】 機構及び学術情報機構の下に再編し，機構を 機構連絡会」を継続して開
・ 各種業務の全学統一的な運 学部・研究科の教育研究及び社会貢献活動の 催し，大学運営の円滑化を

営を行うため，大学教育機構， 支援組織として位置付け，それぞれの機構長 図る。
産学公連携・創業支援機構お を副学長が兼ねることとした。
よび学術情報機構のもとに各 ２．平成１８年度に，大学教育機構，産学公連
種学内共同教育研究組織を再 携・創業支援機構及び大学情報機構の３機構
編するなど，業務機能の向上 の運営に関する事項等について，連絡，情報
に努める。 交換及び意見調整を行うために「３機構連絡

会」を設置し，当該会議を毎月１回定期的に
開催した。

【１７２－１】 （平成19年度の実施状況）
・ ３機構間で情報を共有し，業務を円 【１７２－１】

滑に遂行するために，３機構連絡会を Ⅲ １．大学教育機構，産学公連携・創業支援機構
継続して実施する。 及び大学情報機構の３機構の運営に関する事

項等について情報交換等を行うために平成１
８年度に設置した「３機構連絡会」を継続し
て毎月１回開催した。

２．産学公連携・創業支援機構の目的，業務等
の見直しを行い，同機構内の組織の再編を行
うとともに，同機構の名称を「産学公連携・
イノベーション推進機構」に変更することを
決定した。

【１７３】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
・ 各種委員会の統合整理と会 ・ 平成１６年度，基本委員会を廃止するとと でに達成済みの中期目標・

議時間の短縮に努め，教職員 Ⅲ もに，５６の全学委員会を４０に統合整理し 計画を引き続き発展・充実
が教育，研究，診療等の直接 た。また，会議時間の短縮を図るため，「効 させていく。
的業務に専念できる時間を確 率的な会議運営のガイドライン」を定めた。
保する。

【１７３－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 意思決定の迅速化を図るため，学内 【１７３－１】

各種委員会の集約化について検討す Ⅲ １．全学的教育支援の充実，学生サービスの向
る。 上等のために，大学教育機構内の委員会の見

直しを行い，新たに「教学委員会」を設置し，
同機構内の全学委員会のスリム化を行うこと
を決定した。

２．教職員が教育，研究，診療等の直接的業務
に専念できる時間を確保できるよう，平成16
年度から継続して，四半期毎に全学の会議開
催回数，時間，出席者等の調査を実施し，調
査結果を，部局等会議及び事務連絡協議会に
提出することで，各部局等に意識の徹底を図
った。

【１７４】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 業務運営の改善・効率性を ・ 平成１７年度から，「業務改善・経費節減」 ・ 毎年度，平成１９年度ま

検証するための評価制度（評 Ⅲ に関する提案を募り，各提案項目を「実現可 でに達成済みの中期目標・
価項目と評価尺度の設定）の 能性，効果，新規性（オリジナリティー）」 計画を引き続き発展・充実
確立をめざす。 の観点から検証した。また，「功績賞」「グ させていく。

ッドアイデア賞」を新設し，業務改善効果を
あげた者，業務改善に資する優秀な提案を行
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った者に対し，学長表彰を行うシステムを構
築した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
「業務改善・経費節減」に対する提案について，
次のものを実施した。
・ 「夏季の一斉休暇」の提案について，平成

１９年度から計画的年休の付与により８月１
３日から８月１５日までを医学部附属病院を
除き一斉閉庁を実施。事後アンケートにより
取得者の８割が有意義に使用できたとの回答
を得たこと及び省エネの効果があった。

・ 「会議資料の電子配布」の提案について，
教職員ポータルの「学内委員会」を利用し，
部局長会議，教育研究評議会の資料を掲載し
ペーパーレス化を図った。

・ 「学報のＷｅｂページ掲載」の提案につい
て，Webページ掲載の実施によってより多く
の方へ情報提供ができるようになったことと
印刷経費の削減が図られた。

３）学部長を中心とした機動的 （平成16～18年度の実施状況概略）
・戦略的な学部運営に関する具 ・ 平成１６年度，各学部等に副学部長等を置 ・ 毎年度，平成１９年度ま
体的方策 Ⅲ いた。また，学部長のもと，副学部長，評議 でに達成済みの中期目標・

員，事務長等を構成員とした組織を構成し， 計画を引き続き発展・充実
【１７５】 将来計画等の重要事項について，企画・立案 させていく。
・ 学部の管理運営を機動的・ した。

戦略的に進められるよう，副 ・ 毎年度，「部局長等管理運営研修」を核と
学部長を置くなど学部長補佐 した研修，講演会等の開催を通じ，部局長等
体制を整備するとともに，管 の意識改革，マネジメント能力・組織運営ス
理運営に関する全学的な研修 キル等の向上を図り，学部の管理運営に寄与
を企画し，実施する。 した。

【１７５－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 幹部職員に機動的・戦略的な組織運 Ⅲ 【１７５－１】

営に関するスキル向上のため，民間企 部局長等管理運営研修を平成１９年１１月に次
業や私立大学の学外有識者及び学内の のとおり実施した。
経営経験者等を講師として，本法人の １．学校法人立命館副総長を講師に招き，大学
幹部職員を対象に管理運営等に関する の管理運営についての講演会を行った。
研修会を開催する。 ２．内閣府男女共同参画局長を講師に招き，男

女共同参画社会についての講演会を行った。

【１７６】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 毎年度の学部の人員配置お ・ 講座単位の定員管理を廃止し，毎年度，企 ・ 毎年度，平成１９年度ま

よび予算配分は，学部長が学 Ⅲ 画広報担当副学長が各部局等ごとに人事計画 でに達成済みの中期目標・
部運営に自主的な創意工夫を に関するヒアリングを実施し，教員配置を決 計画を引き続き発展・充実
発揮できるように行う。 定することにより，学部長のリーダーシップ させていく。

に基づく弾力的な教員配置を可能とした。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ 各部局ごとに教員人事計画に関するヒアリ

ングを実施し，教員組織の将来計画，人件費
抑制への対応，平成２０年度の教員配置を決
定した。

４）教員・事務職員等による一 （平成16～18年度の実施状況概略）
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体的な運営に関する具体的方策 ・ 平成１６年度から，各学部等の教授会及び ・ 毎年度，平成１９年度ま
Ⅲ 各種委員会に事務上の知識，経験，情報を反 でに達成済みの中期目標・

【１７７】 映させるため，各学部等の教授会，教員会議 計画を引き続き発展・充実
・ 各種委員会は，教員と職員 及び各種委員会の構成員に事務職員を加え させていく。

とによって構成し，それぞれ た。また，平成１８年度から，人事労務担当
の役割に応じ一体となって運 の理事に事務職員を登用した。
営する。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
【平成１８年度に引き続き継続実施した項目】

【１７８】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 特に専門性や密接な連携の １．平成１６年度に，各種業務の全学統一的な ・ 毎年度，平成１９年度ま
求められる分野の業務において Ⅲ 運営を行うため，大学教育機構，産学公連携 でに達成済みの中期目標・
は，教員と職員とのコミュニケ ・創業支援機構及び学術情報機構を設置する 計画を引き続き発展・充実
ーションを促進する創意工夫に とともに，各機構において，教員と職員で構 させていく。
努める。 成した連絡会議を定例的に開催し，業務の円

滑な推進を図った。
２．自己点検・評価及び認証評価への対応を適

正及び効率的に実施するため，評価体制の見
直しを行い，平成１８年４月に，室長（併任），
評価企画員（専任の教員１名，事務職員２名，
他兼任教員７名）及び兼任の評価支援教員（６
名）で構成する大学評価室を設置した。

【１７８－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 教員と職員のそれぞれの専門性や密 【１７８－１】
接な連携が求められる分野の業務につい Ⅲ ・昨年度策定した「山口大学憲章」の基本理念
て，継続して教員と職員のコミュニケー に基づく，本学の将来構想の策定にあたって，
ションを図り，一体的な業務の運営にあ 検討組織のメンバーを教員及び事務職員で構
たる。 成し，それぞれの専門性を活かしつつ，平成

２０年２月に「明日の山口大学ビジョン」を
策定した。

５）全学的視点からの戦略的な （平成16～18年度の実施状況概略）
学内資源配分に関する具体的方 １．教員を戦略的に配置するという観点から， ・ 引き続き，教育研究組織
策 Ⅲ 経済学部観光政策学科，大学院技術経営研究 の中長期的見直しを視野に

科及び時間学研究所等に人員配置を行い，教 入れ，学長裁量による「学
【１７９】 育研究組織の強化・充実を図った。 長運用ポスト」を戦略的に
・ 教員の戦略的配置の視点に ２．定年退職等教員の後任補充については，企 活用した教員配置を行う。

立ち，教育，研究，診療等の 画広報担当副学長が人事計画のヒアリングを
業務に支障なく，かつ，人件 実施し，教育研究上の必要性を考慮の上，補
費全体の効果的運用に努めな 充の要否を決定するシステムを構築した。

がら，教育研究組織の中長期的 ３．教育研究組織の見直しとして，平成１８年
見直しに向け，計画的な教員人 ４月医学系研究科及び理工学研究科の再編を
員配置を推進する。 行った。

４．教育研究組織の中長期的見直しを視野に入
れ，学長裁量による「学長運用ポスト」を設
け，戦略的に教員を配置することとした。

【１７９－１】 （平成19年度の実施状況）
【１７９－１】

・ 中期計画において，「教育研究組織 Ⅲ ・ 教員人事計画に関するヒアリングを実施
の見直しの方向性」で充実・強化を目 し，教育・研究及び診療活動等の充実・強化
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指している組織について，学長裁量に のため，学長裁量による「学長運用ポスト」
より戦略的にポストを配置する。 のうち，戦略的ポストとして教育学部，経済

学部，，理学部，医学部，工学部，農学部，
大学評価室及び附属病院に暫定的に教員を配
置することとした。併せて，平成２０年度に
おける各部局等の教員配置数等を決定し，通
知した。

【１８０】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 毎年度，予算編成方針を立て，教育研究推 ・ 平成１９年度から戦略的

・ 毎年度の予算は，全学的視 Ⅲ 進に必要な基盤的な経費とともに戦略的な経 プロジェクトに対する支援
点から総合的に編成し，戦略 費を確保し，外部資金の間接経費とあわせて， 経費を原則複数年のプロジ
的な教育研究推進の視点から 学長のリーダーシップの下，各種プロジェク ェクト支援経費として充実
学内配分を行う。 トに対し，重点配分を行った。 させ，今後も引き続き実施

・おもしろプロジェクト経費 していく予定である。
・研究特任・研究主体教員経費
・時間学研究所経費
・スーパー研究推進体経費
・学部長裁量等経費
・戦略的教育研究経費

【１８０－１】 （平成19年度の実施状況）
【１８０－１】

・ 教育研究の基盤を保証した上で，戦 Ⅲ ・ 学長裁量経費配分方針を策定し，公募型に
略的に教育研究を推進するため，学長 よる戦略的プロジェクト経費，設備充実経費
裁量経費を確保し，重点的に配分する。 の配分及び学長のリーダーシップのもとで，

特別研究推進経費，産学公連携推進経費，ト
ップマネジメント経費等の重点配分を行っ
た。

【１８１】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 教育および研究における特 １．研究推進戦略室において，研究特任教員， ・ 研究主体教員の評価方法

段の貢献活動に対する全学的 Ⅲ 研究主体教員及びスーパー研究推進体の中期 を検討し実施する。
推奨の視点から，奨励・支援 目標期間における認定数を，６名，４０名及
システムや，競争的研究資金 び６グループ以内とし，３年間で段階的に認 ・ 評価及びヒアリング結果
配分のシステムを構築する。 定し，大学として支援していくこととした。 を反映して制度等の見直し

＜研究特任教員＞ を行う。
平成１６年度３名，平成１７年度２名を認

定し計５名が世界水準の研究を進めている。 ・ 自己点検評価の実施方法
研究推進上の支援として，研究特任教員の下 及び評価基準を策定する。
にポスドクを配置した。 （平成２０年度）

＜研究主体教員＞
平成１７年度１９名，平成１８年度１０名

を認定した。研究推進上の支援として，研究 ・ 時間学に関する研究を発
成果の発表に要する経費を支援した。 展するため，文理融合型研

＜スーパー研究推進体＞ 究を推進する。
研究推進体の中から特に優れたものをスー

パー研究推進体として，平成１７年度３グル
ープ，平成１８年度１グループを認定し，研
究経費を措置した。

２．時間学研究所の体制を整備し，平成１７年
度から学長裁量経費を措置した。

（平成19年度の実施状況）
【平成１９年度年度計画なし】 １．平成１９年度においては，研究主体教員を

公募・選考の後，１０名を新たに認定し，Ｗ
ｅｂページに公表した。これにより，研究主
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体教員は３８名となった。（１０名認定し，
１０月末で１名退職したため合計３８名）

２．研究主体教員には研究成果の公表に係る経
費（１年目３０万円，２年目以降２０万円）
を配分した。

３．研究特任教員の評価及び評価方法を検討・
策定し評価を実施した。

１．全研究推進体を対象とし，代表者と研究推
進戦略室とで，研究推進体の活動状況，将来
展望，要望等の意見交換を行い，将来展望，
要望等をシートにまとめた。

２．この意見交換懇談及び活動状況報告書を基
に現行のあり方について，制度の見直し・改
善に着手した。

１．６月１０日に「時の文化を創る」をテーマ
として，学内外の研究者，学生，一般を対象
とした講演会を開催した。

２．時間学研究所の目的である文理融合の研究
を目指すため，各分野の研究者で発表を行い，
新たな研究テーマ，研究組織作りの糸口とな
るよう２回のセミナーを開催し，今後も定期
的（年４回）に開催する。

３．日本未来科学館が企画した時間旅行展が東
京で開催され，サイエンスカフェ「時間旅行
に出かけよう」において時間学研究所教員等
が参加し，広く一般に時間学を発表した。ま
た，丸の内カフェにおいても時間学研究所に
関連する発表を行った。

４．時間学研究所主体による時間をテーマとし
たイブニングセミナーを東京で２回開催し
た。

５．時間学研究所の活動を報告するためニュー
ズレターを定期的（年４回）に発行した。

６）学外の有識者・専門家の参 （平成16～18年度の実施状況概略）
画に関する具体的方策 １．平成１６年４月の法人化に伴い設置した経 ・ 毎年度，平成１９年度ま

Ⅲ 営協議会の学外委員として，地元企業の役員， でに達成済みの中期目標・
【１８２】 弁護士，元県教育委員会教育長等，幅広い分 計画を引き続き発展・充実
・ 学外役員や経営協議会の学 野から大学運営や教育関係に見識のある者を させていく。

外委員に多様な分野の人材を 登用した。
登用するとともに，法人運営 また，平成１８年度に，経営協議会の学外
上の専門的知識や経験を要す 委員を９名から１０名に増員（うち２名は女
る業務へ，学外の有識者・専 性）し，外部有識者の意見をより取り入れる

ことにより，本学の機動的・戦略的な組織運
門家の意見を求める。 営を図った。

２．平成１６年度に，知的財産本部に，特許庁
審判部部門長を統括ディレクターに，また，
３名の専門家をディレクターとして登用し，
知的財産に関する学内外での教育・啓発事
業，特許に関する相談受付，発明の権利化支
援等を行った。

３．平成１８年度から，本学と地域との連携強
化を目的とした交流会を開催し，平成１８年
度は「周南地域」で交流会を開催した。
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【１８２－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 本学の運営の一層の活性化を図るた １．ケーブルビジョンを利用し，本学の様々な

め，外部有識者からなるアドバイザリ Ⅲ 活動を紹介する「デジタル山口大学」の制作
ー体制等の構築を図る。 にあたり，広報アドバイザーによるデジタル

コンテンツ制作技術の指導を受けた。
２．山口県の中心的地域の企業等との連携強化

を目的として「下関地域と山口大学の交流会」
及び「岩国地域と山口大学の交流会」を実施
した。

３．本学の将来構想「明日の山口大学ビジョン」
の検討に当たり，大学運営や教育関係に見識
のある学外者２名を加え，策定した。

７）内部監査機能等の充実に関 （平成16～18年度の実施状況概略）
する具体的方策 １．平成１６年４月，学長のもとに監査室を設 ・ 毎年度，平成１９年度ま

Ⅲ 置した。 でに達成済みの中期目標・
【１８３】 ２．毎年度，監事監査計画を策定し，書面及び 計画を引き続き発展・充実
・ 全学各部署の業務運営およ 実地による監査を実施した。実地監査におい させていく。

び予算執行状況を常時監査す ては，学長，副学長及び部局長並びに事務局
る体制を整備して，不正およ 各部長を対象にインタビューによる監査を実 ・ 公的研究費の不正防止計
び人為ミスの防止とともに， 施し，また，その結果をWebページに「監査 画を推進するとともに，研
学内資源の効率的・効果的運 だより」として掲載した。 究者及び関係職員を対象に

３．毎年度，内部監査計画を策定し，重点事項 研修を行い，関係者の意識
用に努める。 を定め，書面及び実地による監査を実施し， 向上を図る。

併せて過去に指摘した事項の改善状況を確認
した。

【１８３－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 学長，理事，監事，会計監査法人及 １．執行部，監事，会計監査法人及び監査室の

び監査室相互の連携を強化し，内部監 Ⅲ 意見交換・情報交換のために四者協議会を開
査の充実を図り，監査の実施状況及び 催しており，平成１９年度から，学長及び全
監査結果の業務運営への活用を図る。 理事が出席することとなった。

２．内部監査の充実を図るため，監事監査と内
部監査を共同で実施し，大学運営上の問題点
の把握に取り組んだ。

３．毎年度の監事監査及び内部監査に加えて，
次の業務を行った。
・平成１６～１８年度に指摘した事項の改善

状況を確認した。
・保有個人情報の管理状況調査を実施した。
・大学情報機構メディア基盤センター情報セ

キュリティ内部監査及び文部科学省共済組
合山口大学支部定期監査を実施した。

【１８３－２】 １．公的研究費の管理・監査体制の整備に関す
・ 研究費の適正かつ効果的な管理・監 る検討ＷＧを設置し，「国立大学法人山口大

査体制を構築・整備する。 Ⅲ 学における競争的資金等の不正防止に関する
規則」及び「国立大学法人山口大学職員の公
的研究費の使用に関する行動規範」を制定し，
全職員へ通知するとともにＷｅｂページに公
表した。

２．公的研究費の不正に関する通報窓口及び相
談窓口を設置し，全職員へ通知するとともに
Ｗｅｂページに公表した。

３．科学研究費補助金説明会において，公的研
究費の不正使用に関する啓発を行った。

４．不正防止対策室を設置し，公的研究費の不
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正防止計画を平成２０年３月に策定して，全
職員へ通知するとともにＷｅｂページに公表
した。

８）大学間の自主的な連携・協 （平成16～18年度の実施状況概略）
力体制に関する具体的方策 ・ 平成１６年度の「山口県大学等懇談会（Ｈ ・ 平成２０年度以降のコン

Ⅲ １６.１１）」において学長より「地域大学 ソーシアムが行う事業及び
【１８４】 コンソーシアム（仮称）」の設置について提 活動等については検討中で
・ 地域ブロック単位での国立 案され，県内大学に対してアンケート調査を ある。

大学間の業務の共同化を模索 実施した。 アンケート調査の結果を受けて， 政府の方針等に沿った「大
するとともに，本学と近隣の 県内の四年制大学等１１の機関による「大学 学コンソーシアム」に関連
公私立大学との間での業務の コンソーシアムやまぐち」を発足させ， 事 した施策や事業等について
連携を推進する。 務局としてコンソーシアム運営の中心的役割 も，検討していく予定であ

を担っている。 り，必要な情報収集や連絡
調整を行う予定。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
1. 本年度のコンソーシアム主催事業として，

「ＦＤ」及び「国際交流・留学生」に関連し
た事業が計画され，「ＦＤ」については本学
大学教育機構との共催により２事業（『FD講
演会』=２件），「国際交流・留学生」関連に
ついては，本学国際課の協力により２事業
（『留学生就職ガイダンス及び担当者意見交
換会』，『留学生交流バスツアー』）について
実施した。また，平成１９年１２月にはコン
ソーシアム設立1周年を記念してシンポジウ
ムを企画し実施した。

２．平成２０年度の事業計画及び予算（配分も
含む）について，代表者会議や運営委員会に
おける検討内容をもとに，事務局として原案
を提示し，協議・決定した。

３．政府の方針をはじめとするコンソーシアム
を取り巻く状況等について，平成１９年８月
に本学学長（会長）が代表者会議を招集し，
今後の連携・協力に係る方針等も含めて意見
交換を行った。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

② 教育研究組織の見直しに関する目標

中 １）教育研究組織の編成・見直しのシステムに関する目標
期 ・ 基本的目標および中期目標に基づき，既存組織における教育研究業務の現況と問題点を点検し，教育研究組織の編成・見直しの検討を進める。
目 ２）教育研究組織の見直しに関する目標
標 ・ 学ぶ者の視点に立ち，社会の要請に耳を傾けて，本学の特性を活かしながら，地域基幹総合大学としての内実を高めるために，柔軟かつ機動的に教育研究組

織の見直しを行う。
・ 本学独自の「機構」がもつ組織機能の充実を図り，そのもとでの学内共同教育研究組織の再編，連携による機能活性化をめざす。

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成19年度計画 状況

中 年 中 年
平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度

１）教育研究組織の編成・見直 （平成16～18年度の実施状況概略）
しのシステムに関する具体的 １．平成１６年度に，大学院教育の実質化及び ・ 毎年度，平成１９年度ま
方策 Ⅲ 学部教育の充実を図るため，人文・社会科学 でに達成済みの中期目標・

系部局長会議及び理系大学院部局長会議を設 計画を引き続き発展・充実
【１８５】 置するとともに，教育研究組織の見直しの検 させていく。
・ 教育研究に関する中長期の 討を進め，理学部の学科再編，工学部の学科

具体的戦略を立案し，他大学 再編，理系大学院の再編等を行った。
との共同連携も視野に入れな ２．平成１８年度に，同部局長会議の下にワー
がら，学内における教育研究 キング・グループを設置し，「学士課程教育
組織の柔軟かつ機動的な編成 の基本方針ＷＧにおける検討作業結果」を作
・見直しを行う体制を整え 成するとともに，当該報告書を踏まえて，学
る。 長が学士課程教育の改善・改革の基本方針を

示した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．平成１９年４月に，戦略性を持った大学と

しての企画立案，取組設定，部局長間の意見
交換等を行うために，「人社・理系部局長等
合同会議」及び「人文社会科学系及び理系部
局長会議」等を廃止して，「企画調整会議」
を設置し，毎月１回開催するとともに，必要
に応じて随時で開催し，大学が抱える様々な
諸課題について，意見交換を行った。

２）教育研究組織の見直しの （平成16～18年度の実施状況概略）
方向性 １．平成１８年４月に，医学系研究科に，理学 ・ 地域の教育ニーズ等に即

Ⅲ ・医学・工学・農学の融合分野である「応用 した教員養成機能の充実・
【１８６】 分子生命科学系専攻」を設置し，理工学研究 強化のため，教育学部の教
・ 既存の学部・研究科を見直 科の「環境共生工学専攻」を，工学・理学・ 育課程の見直しの検討をす

し，教育研究分野の融合・再 医学との融合，農学との連携による「環境共 る。
編を行うことにより，社会の 生系専攻」に改組した。
要請に適合した教育研究組織 ２．平成１８年度に，獣医学教育研究の充実の
を検討する。 ため，農学部獣医学科を小講座制（１０講座）

人文・社会科学系，自然科 から大講座制（３講座）へ再編するとともに，
学系を問わず，学問の進歩・ 農学部獣医学科に３名の教員を増員した。
発展に柔軟に対応できる教育 ３．保健学分野の充実を図るため，平成１７年
体制の再構築と本学の優位な ４月に大学院医学系研究科保健学専攻（修士
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研究分野の重点化をめざす。 課程）を設置した。
４．本学教育学部は，平成１７年４月に山口県

教育委員会と，同年９月に山口市教育委員会
ア 医工学，環境共生学および と「連携協力の覚書」を締結した。また，３

生命科学の分野を中心とする 機関の意見交換・連絡調整の場として教育連
独自の学際的・複合的教育研 携推進協議会を設置し，協働体験事業の企画，
究領域の重点的再編をめざし 研修会の実施等を行った。また，協働型教職
て，自然科学系研究科の統合 研修計画を立案し，学生・現職教員・大学教
を進める。 員が協働して課題や失敗を分析・評価する省

察の場として「ちゃぶ台ルーム」を設け，活
イ 人文・社会科学系学問分野 動を行った。

の充実強化を目指す教育研究 ５．平成１７年４月に，社会科学系及び工学系
組織のあり方を検討する。 の領域が融合した大学院技術経営研究科（専

門職大学院）を設置し，平成１８年度に北九
ウ 獣医学教育研究の充実に資 州市にサテライト教室を開設した。

する学部組織の見直しを検討 ６．大学院技術経営研究科の地域連携への取組
する。 が評価され，文部科学省の「平成１８年度法

科大学院等専門職大学院教育推進プログラ
エ 大学院における保健学分野 ム」に，２テーマが採択された。

の充実をめざす。 ７．平成１６年度に，経済学部経営学科に，公
認会計士や税理士等の資格取得を目指した

オ 地域の教育ニーズに即した 「職業会計人コース」を設置した。また，人
教員養成課程のあり方を検討 文・社会科学系学問分野の充実を検討するた
する。 め，人文・社会科学系の部局長を構成員とす

る会議を定期的に開催し，各部局の充実方針
カ 社会科学系および工学系の 等に検討を行い，平成１７年４月に経済学部

領域融合等による専門職業人 に「観光政策学科」を設置した。
教育の充実をめざす。 ８．平成１８年度に，大学院東アジア研究科の

コースを見直し，比較文化コース，経済・経
キ 社会のニーズに適合した夜 営・法律コース及び教育開発コースの３コー

間主コースの見直しを進め スとした。
る。 ９．工学部夜間主コースの見直しのため，社会

人の入学・在学状況及び地域社会の社会人教
育に対するニーズ等を調査・分析し，平成１
７年度から同コースの全廃を段階的に進め
た。

（平成19年度の実施状況）
・ 農学部獣医学科において，多様な専門能力

を有する大学卒業者を受入れ，国際感覚に優
れた獣医師を養成するため，編入学制度を導
入した。

・平成１９年４月に大学院医学系研究科保健学
専攻（博士後期課程）を設置し，保健学分野
の充実を図った。

【１８６－１】
・ 地域の教育ニーズに即した教員養成 【１８６－１】

機能の充実・強化のため，教職大学院 １．山口県の今後の小学校教員需要を踏まえ，
の設置構想及び教育学部の教育課程の Ⅲ 教育学部学校教育教員養成課程の小学校教育
見直しを継続して検討する。 コースについて検討を行い，平成２１年度に

新設することとした。
２．平成１９年４月に，山口大学教職本部を設

置し，山口県内大学連携による教員免許状更
新制に関する検討を進め，平成20年度に試行
講習を実施することとした。
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１．大学院技術経営研究科（専門職大学院）に
おいて，平成１８年度の北九州市のサテライ
ト教室の開設に引き続き，広島市にサテライ
ト教室を開設した。

２．大学院技術経営研究科，教育学部及び工学
部による「教職を目指す学生への実践型知財
教育の展開－学生による指導案と教材の開発
及び検証を通した知財教育の展開－」が文部
科学省の平成１９年度「現代的教育ニーズ取
組支援プログラム」に採択された。

３．大学院技術経営研究科では，平成１９年度
「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プロ
グラム」に採択され，中小製造業の経営者と
技術者を対象とした先進ものづくり教育プロ
グラムを実施した。

【１８７】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 学内共同教育研究組織を大 １．平成１６年４月に，学内教育研究共同施設 ・ 毎年度，平成１９年度ま

学教育機構，産学公連携・創 Ⅲ 等を，大学教育機構，産学公連携・創業支援 でに達成済みの中期目標・
業支援機構および学術情報機 機構及び学術情報機構の下に再編し，機構を 計画を引き続き発展・充実
構へ統合・再編を進めること 学部・研究科の教育研究及び社会貢献活動の させていく。
で，教育研究支援組織として 支援組織として位置付けた。
の活性化をめざす。 ２．平成１８年４月に，情報基盤整備や情報化

を大学全体として戦略的に推進するため，「学
術情報機構」を「大学情報機構」に再編した。

３．平成１８年１０月に，「産学公連携・創業
支援機構」の組織を見直し，「知的財産本部」
を内部組織とし，同機構を再編した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
1．産学公連携・創業支援機構の目的，業務等

の見直しを行い，同機構内の組織の再編を行
うとともに，同機構の名称を「産学公連携・
イノベーション推進機構」に変更することを
決定した。

２．全学的教育支援の充実，学生サービスの向
上等のために，大学教育機構内の委員会の見
直しを行い，新たに「教学委員会」を設置し，
同機構内の全学委員会のスリム化を行うこと
を決定した。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

③ 人事の適正化に関する目標

１）人事評価システムの整備・活用に関する目標
中 ・ 全学にわたる中長期的な人事方針のもとで，適正な業務評価に基づいて人事管理を行う。

２）柔軟で多様な人事制度の構築に関する目標
期 ・ 優秀な人材を惹きつけ，業務の意欲と能力を高め，働きやすい柔軟で多様な人事制度構築の検討を進める。

３）任期制・公募制の導入など教員の流動性向上に関する目標
目 ・ 能力と意欲の十全な発揮をめざして，教員人事の流動性と透明性の高い採用制度を効果的に運用する。

４）女性・外国人等の教職員採用の促進等に関する目標
標 ・ 女性の教職員の積極的採用や登用に努めるほか，教育研究活性化のために，外国人の採用を進める。

５）事務職員等の採用・養成・人事交流に関する目標
・ 職員の採用・養成・人事交流について，能力を重視して行う。

６）中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する目標
・ 中長期的な見通しに立脚した人事計画を定め，全学的に適切な人員（人件費）管理を行う。
・ 「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ，人件費削減の取り組みを行う。

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成19年度計画 状況

中 年 中 年
平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度

１）人事評価システムの整備 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 大学教育職員人事評価制
・活用に関する具体的方策 １．大学教育職員の人事評価制度について，人 度（案）及び附属学校教員

Ⅲ 事評価のための研究業績や諸活動に関するデ 人事評価制度（案）に基づ
【１８８】 ータを収集し，その活用方法に関する調査， き，試行を行うとともに，
・ 教員の人事評価について 検討を行い，大学教育職員人事評価制度（案） その結果を検証する。

は，研究業績のみならず，教 （中間報告）を作成し，意見の募集を行った。
育や社会貢献，大学運営面で ２．附属学校教員の人事評価制度について，山
の業績を勘案できるデータ収 口県の教職員評価の試行等を参考に，検討を
集システムの構築を検討す 進めた。
る。

【１８８－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 平成１８年度に実施したパブリック 【１８８－１】

コメントを踏まえ大学教育職員人事評 Ⅲ １．パブリックコメントを踏まえ，「大学教育
価制度（案）を確定するとともに，附 職員人事評価制度（案）」を策定し，平成２
属学校教員の評価制度について引き続 ０年度の試行に向けて，平成２０年２月全学

き検討する。 説明会を開催した。また，「附属学校教育職
員人事評価制度（案）」を策定した。

・ 大学教育職員人事評価システムへの ２．教員の研究業績や諸活動に関するデータの
教員の研究業績や諸活動に関するデー 収集については，既存データベースシステム
タの収集方法について引き続き検討す 等から効率的に収集するシステムの開発を検
る。 討した。

【１８９】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 事務系職員の人事評価制
・ 教員以外の職員について ・ 「事務職員人事評価実施要領」を策定し， 度を本格実施する。

は，能力，職責，業績を反映 Ⅲ 平成１８年度，評価のための研修会を開催し
した新たな人事評価システム て，試行を実施した。また，教室系技術職員
の導入を検討する。 及び医療職員等の人事評価制度について，検

討を行った。



- 20 -

山口大学

【１８９－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 平成１８年度に試行した事務職員人 【１８９－１】

事評価制度を検証し，平成２０年度本 Ⅲ ・ 平成１８年度の試行評価のアンケート結果
格実施に向けての準備を行う。また， を踏まえて，「事務系職員等の人事評価実施
技術職員等の人事評価制度について引 要領（案）」を作成し，説明会を開催して，
き続き検討する。 教員以外の全職員を対象に人事評価の試行を

実施した。

２）柔軟で多様な人事制度の構 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
築に関する具体的方策 １．新たな人事制度として契約教育職員制度及 でに達成済みの中期目標・

Ⅲ び事務系職員の再雇用制度を新設するととも 計画を引き続き発展・充実
【１９０】 に，学校教育法改正に伴う教員組織の整備， させていく。
・ 給与システムを含め，当初 諸手当の見直し等を行った。

は法人移行前の人事制度を基 ２．次世代育成支援推進法に基づく行動計画を
本的に維持するが，教育研究 策定するに当たり，教職員に仕事と子育ての
の活性化と効率的な組織運営 両立等に対する意識及び実態についてアンケ
に資する制度導入の検討を進 ート調査を行い行動計画を策定した。
め，適宜実施する。 ３．この行動計画に基づき「職員の勤務時間，

休暇等の規則」等の改正を行い，仕事と家庭
の両立支援のための制度を整備し，両立支援
に関するパンフレットを作成・配付するとと
もに，研修等の機会やWebページを活用して
各種制度を周知した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．人事制度検討委員会において，大学教育職

員の再雇用制度及び自己啓発等休業制度の導
入について検討するとともに，研究休職者給
与の取扱い要項を策定した。

２．平成１９年度に１２名の再雇用を行った。
再雇用対策室において，平成２０年度の再雇
用に向けて定年退職予定者に対する説明会，
意向調査を実施するとともに，提供できる職
務及び就業場所等の検討を行い，決定した。

３．仕事と家庭の両立支援に関する各種制度に
ついて，研修等の機会やWebページを活用し
て学内構成員に周知した。

【１９１】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 研究主体教員の評価方法
・ 戦略的な教育・研究の積極 １．研究推進戦略室において，本学の研究を特 を検討し実施する。

的な推進のために，多様な教 Ⅲ 徴付ける優れた研究を行う教員を研究特任教
員ポスト・処遇の導入を図 員として選任する選考基準と本学の独創的か
る。 つ学際的研究の推進と若手研究の支援のため

研究主体教員として選考する骨子を作成し，
研究特任教員，研究主体教員の中期目標期間
における認定数を６名，４０名とし，３年間
で段階的に認定し，大学として支援していく
こととした。

研究特任教員を平成１６年度３名，平成１７年
度２名を認定し計５名が世界水準の研究を進
めている。研究推進上の支援として，研究特
任教員の下にポスドクを配置した。

研究主体教員を平成１７年度１９名，平成１８
年度１０名を認定した。研究推進上の支援と
して，研究成果の発表に要する経費を支援し
た。

２．外部資金を継続して獲得できる定年退職教
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員を特命教育職員等として位置付け，支援し
た。

３．これらの教員の毎年度の活動状況について
は，Ｗｅｂページで公表するとともに，セミ
ナー等を開催している。また，研究支援につ
いては，大学運営等に関する業務負担を軽減
するとともに，研究特任教員にはポスドクを
配置，研究主体教員には研究成果の公表に係
る経費（１年目３０万円，２年目以降２０万
円）を配分した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．平成１９年度においては，研究主体教員を

公募・選考の後，１０名新たに認定し，Ｗｅ
ｂページで公表した。これにより，研究主体
教員は３８名となった。（１０名認定し，１
０月末で１名退職したため合計３８名）

２．研究主体教員には研究成果の公表に係る経
費（１年目３０万円，２年目以降２０万円）
を配分した。

３．研究特任教員の評価基準及び評価方法を検
討・策定し評価を実施した。

３）任期制・公募制の導入など （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
教員の流動性向上に関する具 １．「大学教育職員選考に関する基本方針」に でに達成済みの中期目標・
体的方策 Ⅲ おいて，公募制の導入，他大学出身者，女性 計画を引き続き発展・充実

及び外国人等の任用について，積極的に配慮 させていく。
【１９２】 する旨，規定している。「教員の公募制実施
・ 教員の流動性向上による教 状況調査」の結果では，昇任人事を除き，採

育研究活性化のため，教員採 用は基本的に公募制を取っている。
用に当たっては，原則として ２．イコール・パートナーシップ委員会におい
公募制とする。 ても，男女共同参画推進の観点から，公募制

について学部長にヒヤリングを行い，その結
果をWebページ等に掲載した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．平成１８年度に引き続き，部局等毎に公募

状況の調査を行い，女性及び外国人の応募者
数を把握し，調査結果の分析を行った。

２．各年度ごとに実施している教員人事計画に
関するヒアリングにおいて，公募制の導入状
況及び女性等の登用について，情報交換を行
い，必要に応じ積極的導入・登用の要請をし
た。

【１９３】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 人事制度検討委員会にお
・ 教員の採用に当たり，教員 ・ 本学の概ね全ての助教及び助手，また，医 いて，本学の実情について

人事の流動性や教育・研究の 学系研究科の特定の学域の講師に任期制を導 調査・分析等を行い，講師
活性化の観点から，必要な場 入した。（中期計画番号【１９３】） 以上への任期制の適用につ
合には，講師以上についても いて，導入に当たっての問

任期を設けることを検討す 題点・課題等について検討
る。 する。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ 学校教育法一部改正による教員組織の整備

に伴い，全ての助教に任期制を導入した。



- 22 -

山口大学

【１９４】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
・ 任期を定めた教職員につい １．新たな人事制度として契約教育職員（専門 でに達成済みの中期目標・
ては，年俸制など，職務の実 Ⅲ 職大学院教育職員及び特命教育職員）制度を 計画を引き続き発展・充実
状に合わせた給与システムの 新設することとし，「契約教育職員就業規則」 させていく。
適用も検討する。 を定めた。

２．医学部医学科，工学部及び大学院技術経営
研究科で外部資金により雇用する教員につい
て，助教授及び講師に任期制を適用すること
とした。

【平成１８年度までに実施済みのため， （平成19年度の実施状況）
平成１９年度年度計画なし】

４）女性・外国人の教職員採用 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
の促進等に関する具体的方策 １．「大学教育職員選考に関する基本方針」に でに達成済みの中期目標・

Ⅲ おいて，公募制の導入，他大学出身者，女性 計画を引き続き発展・充実
【１９５】 及び外国人等の任用について積極的に配慮す させていく。
・ 女性教員比率の著しい向上 る旨，規定している。

をめざし，達成へ向けて部局 結果では，女性教員の比率は１３．４％とな
単位で進捗状況を点検する。 っている。

２．イコール・パートナーシップ委員会におい
ても，男女共同参画推進の観点から，公募制
について学部長にヒヤリングを行い，その結
果をWebページ等に掲載した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．平成１８年度に引き続き，部局等毎に公募

状況の調査を行い，女性及び外国人の応募者
数を把握し，調査結果の分析を行った。

２．各年度ごとに実施している教員人事計画に
関するヒアリングにおいて，公募制の導入状
況及び女性等の登用について，情報交換を行
い，必要に応じ積極的導入・登用の要請をし
た。

【１９６】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 能力と意欲のある女性職
１．能力と意欲のある女性職員を係長等の職に 員のキャリアアップに努め

・ 能力と意欲に応じた男女均 Ⅲ 積極的に登用するとともに，他大学，山口県 るとともに，昇進及び採用
等な人事上の処遇に十分配慮 内高専等へ本学から人事交流として在籍出向 の機会増大を図る。
し，女性教職員の登用に努め させ，研鑽を積ませた。
る。 ２．次世代育成支援の行動計画，仕事と家庭の

両立支援に関する各種制度について，Ｗｅｂ
ページやパンフレット配布により周知した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．平成１９年４月１日付けで係長等に適任者

４名の女性職員を登用するとともに，平成１
９年度において６名の女性職員を採用した。
また，現在，文化庁，他大学，山口県内高専
等へ本学から人事交流で女性職員７名を在籍
出向させ，研鑽を積ませている。

２．中国地区女性係長セミナーに新任女性係長
１名を派遣した。
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【１９７】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
１．「大学教育職員選考に関する基本方針」に でに達成済みの中期目標・

・ 教員の公募については，一 Ⅲ おいて，公募制の導入，他大学出身者，女性 計画を引き続き発展・充実
般に国内外を問わず幅広く募 及び外国人等の任用について積極的に配慮す させていく。
集する方法をとるとともに， る旨，規定している。
優れた外国人教員の採用を積 結果では，外国人教員の比率は３．８％とな
極的に行う。 っている。

２．英語版職員就業規則等を作成し，Webペー
ジに掲載した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．平成１８年度に引き続き，部局等毎に公募

状況の調査を行い，女性及び外国人の応募者
数を把握し，調査結果の分析を行った。

２．各年度ごとに実施している教員人事計画に
関するヒアリングにおいて，公募制の導入状
況及び女性等の登用について，情報交換を行
い，必要に応じ積極的導入・登用の要請をし
た。

５）事務職員等の採用・養成・ （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
人事交流に関する具体的方策 ・ 事務系職員は，中国・四国地区国立大学法 でに達成済みの中期目標・

Ⅲ 人等職員採用試験の合格者の中から，本学が 計画を引き続き発展・充実
【１９８】 第二次試験を実施し，その成績等を総合的に させていく。
・ 職員の採用については，地 判断の上，期間中５６名採用した。また，医

域ブロック単位での統一試験 学部附属病院においては，その特殊性により
の結果に基づき行う。また， 専門的知識・資格を有する医療ソーシャルワ
専門的知識・経験等が必要な ーカー及び診療情報管理士等７名を選考採用
職種については，大学独自の した。

選考により採用するものとす 【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．中国・四国地区国立大学法人等職員採用試

る。 験合格者の中から，本学が第二次試験を実施
し，選考の結果，平成２０年４月１日までに
１９名を採用した。

２．医学部附属病院においては，その特殊性に
より専門的知識・資格を有する診療情報管理
士及び医療情報技士を平成２０年４月１日付
けで４名採用した。

３．再雇用対策室において，平成１９年度定年
退職者等を対象に意向調査を実施し，同室で
提供できる業務を検討・提示し，平成２０年
４月１日付けで希望者全員を雇用した。

【１９９】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
・ 岡山・広島・山口の三大学及び山口県内高 でに達成済みの中期目標・

Ⅲ 専等の機関において，人事交流の仕組みを構 計画を引き続き発展・充実
・ 人事交流については，各国 築し，在籍出向による交流を実施した。 させていく。

立大学法人等の間で出向又は
転籍による異動の仕組みを検

討する。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．平成1９年４月１日付で交流期間満了者を

本学へ復帰させ，新たに広島大学へ１名，山
口県内高専等へ11名の適任者を在籍出向させ
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た。
２．岡山・広島・山口の三大学，山口県内高専

等の機関の各人事担当の部課長会議を開催
し，平成２０年度の人事交流の方針等を協議
し，係長相当職の２名の人事交流について決
定した。

【２００】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 部局等の協力を得て新し
・ 各種学内研修の実施，学外研修への派遣を い研修体系を確立し，研修

Ⅲ 通じ，職員の資質向上を図るとともに，研修 の実施体制を構築する。ま
・ キャリア形成の観点から， の在り方について検討する中，新規採用職員 た，新しい研修体系に基づ

職務に応じた学外・学内の研 研修の組み立てにメニューシートを導入し き，職員の専門知識と幅広
修制度を設ける。 た。 い視野を高める研修を実施

する。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．職員の資質向上を図るための平成19年度学

内研修実施計画に基づき，階層別研修，専門
研修及びスキルアップ研修を実施し，学外で
実施される多様な研修に職員を派遣した。

２．昨年度に引き続き，新規採用職員研修終了
後，実施報告書を作成して各部署の長に配付
し，今後の指導・育成に活用できるようにし
た。また，同研修においては，先輩職員を演
習等に参加させることにより，受講生のモチ
ベーション向上を図るとともに，先輩職員の
ブラッシュアップを図った。

３．人材養成のための研修の体系化を図るべく
「事務系職員研修体系構築タスクフォースチ
ーム」を立ち上げ，「事務職員人材育成プロ
グラム（新たな研修体系編）」の中間まとめ
を行った。

６）中長期的な観点に立った （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 引き続き，教員人事計画
１．平成１６年度から導入している「教員仮定 に関する各部局等のヒアリ

適切な人員（人件費）管理 Ⅲ 員（平成１５年度定員の９６％）」を基に， ングを実施し，「学長運用
に関する具体的方策 平成１７年度から５年間，教員の仮定員から ポスト」における戦略ポス

毎年度３％ずつプールし，その１５％（５年 ト等の配置を決定する。併
【２０１】 ×３％）を「学長運用ポスト」として，学長 せて，毎年度において概ね
・ 国立大学に求められる教育 のリーダーシップのもと，行政改革推進法に １％の人件費抑制を行う。

・研究の質を充実するととも よる人件費削減等の対応，教育・研究の充実
に，人件費全体の効果的運用 ・強化，教員の戦略的配置が可能な体制を構 ・ 事務系職員については，

に努めながら，教員総数および 築した。 人件費削減計画に基づき，
配置数に関する計画を中長期的 ２．事務系職員の人員削減について，平成１７ 毎年度割り当てられた削減
な見通しのもとに策定 年度までは国の第１０次定員削減計画に準じ 数を実行する。
し，事業年度ごとにその見直し た人員削減を実施した。平成１８年度以降平
を行う。 成２２年度までについて，再雇用及び障害者

雇用に必要な人件費を考慮した新たな人件費
削減計画を策定した。

【２０１－１】 （平成19年度の実施状況）
【２０１－１】

・ 平成１８年度に策定した人件費削減 Ⅲ ・ 平成２０年度教員人事計画に関する各部局
の方針等に基づき，人件費抑制を行う 等のヒアリングを実施し，「学長運用ポスト」
とともに，「学長運用ポスト」による における戦略ポスト等の配置を決定した。併
教員の戦略的配置を行う。 せて，平成１９年度において概ね１％の人件
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費抑制を行った。

【２０２】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 引き続き，職員全体で前
Ⅲ １．事務系職員の人員削減について，平成１７ 年度人件費予算相当額(人件

年度までは国の第１０次定員削減計画に準じ 費３目相当）に対して概ね
・ 職員の総数，配置数および た人員削減を実施した。平成１８年度以降平 １％，約１億４，７００万

人件費については，人事計画 成２２年度までについて，再雇用及び障害者 円の人件費の削減を行う。
に基づいて毎年度学長が定め 雇用に必要な人件費を考慮した新たな人件費
る。 削減計画を策定した。

２．総人件費改革の実行計画を踏まえて，平成
・ 総人件費改革の実行計画を １８年度に人員削減計画の見直しを行い，計

踏まえ，平成２１年度までに 画どおり人員削減を実施して，平成１７年度
概ね４％の人件費の削減を図 人件費予算相当額（人件費３目相当）に対し
る。 て概ね１％，約１億４，７００万円の人件費

の削減を行った。併せて，戦略的に人員配置
を行うために，教員については，学長運用ポ
ストを定めた。

【２０２－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 総人件費改革の実行計画を踏まえ， 【２０２－１】

平成１８年度に策定した人件費削減の Ⅲ １．総人件費改革の実行計画を踏まえて，平成
方針に基づき，平成１９年度に概ね１ １８年度に人事削減計画の見直しを行い，計
％の人件費の削減を図る。 画どおり人員削減を実施して，平成１８年度

人件費相当額（人件費３目相当）に対して概
ね１％，約１億４，７００万円の人件費の削
減を行った。

２．事務系職員の人件費削減計画に基づき，平
成１９年度分として９名の削減を行った。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

④ 事務等の効率化・合理化に関する目標

１）事務組織の機能・編成の見直しに関する目標
中 ・ 従来からの業務内容および事務処理のあり方を常に見直し，教育・研究・診療の遂行を効率的・合理的に補佐できる柔軟な組織体制づくりを計画的に進める。
期 ２）業務のアウトソーシング等に関する目標
目 ・ 実施可能で有効な業務のアウトソーシングを検討し，導入することにより，学内資源の効果的活用をめざす。
標 ３）各種事務の電算化による事務の効率化・迅速化に関する目標

・ どの部署においても職員が能力と時間を高度な業務・作業に振り向けられるように，電算システムを戦略的に重要な手段と位置付け，早急に整備を進める。

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成19年度計画 状況

中 年 中 年
平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度

１）事務組織の機能・編成の見 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 平成２０年度に，事務組
直しに関する具体的方策 １．事務組織の機能・編成の見直しに関する具 織再編による新体制への移

Ⅳ 体的方策を達成するための組織体制（事務改 行を実施する。
【２０３】 善検討委員会，事務改善検討部会）を平成16
・ 事務組織の見直しについて 年７月に構築した。

は，検討組織を設け，現状業 ２．平成16年度に，事務改善検討委員会におい
務の分析を行い，業務の簡素 て，事務の効率化・合理化に関する基本方針
化，アウトソーシング，電算 として，「事務の効率化・合理化に関する提
化を更に推進するとともに， 案」を取り纏め，業務毎に改善の方策を検討

教育・研究組織の編成・見直 する作業グループを組織し，業務改善を進め
しを勘案しつつ事務組織の機 た。
能・編成を再検討する。 ３．平成17年度に，各部局等から，年間業務ス

ケジュールを提出させ，事務局長が各部課長
に対して，業務内容に関するヒアリングを実
施した。

【２０３－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 業務全般の見直しを行い，事務組織 【２０３－１】

の再編案を作成する。 Ⅲ １．若手事務職員（係長相当職を中心）で構成
する「事務組織再編検討委員会」において，
「事務組織再編に向けての基本方針」を踏ま
え，事務組織の再編を検討し，特に業務の効
率化の観点から，事務局業務と学部業務の集
約化，学生支援業務等の充実に向けての体制
の強化を図った。

２．旅費規則・細則等検討会において，旅費支
給業務の簡素化を目指した旅費規則・細則の
改正及び自家用車の業務使用に関する要項に
ついて検討した。

３．新授業料債権管理システム導入作業グルー
プにおいて，新授業料債権管理汎用システム
を導入し，授業料管理の効率化を図った。

４．電子決裁システム構築作業グループにおい
て，教職員ポータルの普及，ウィルス対策ソ
フトライセンスの統一化及び事務部門業務用
パソコンの一括購入・廃棄を実施し，業務処
理のＩＴ化による効率化を図った。
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【２０４】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
・ 毎年度，個々の事務・事業 １．平成１６年度に，業務の簡素化，平準化及 でに達成済みの中期目標・

の点検・評価，改善計画の立 Ⅲ び迅速化を図るため，各事務部・部課等に「各 計画を引き続き発展・充実
案を行い，実施する。 部課・事務部のミーティング体制」を設置し， させていく。

平成１７年度に，各部課等の業務マニュアル
を作成するとともに，業務改善策について検
討した。

２．平成１８年度に，「業務改善・経費節減案」
の内容の検証にあたり，各部課において，具
体的な方策の検討や提案内容の評価を行い，
業務の改善計画を実施した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ 「業務改善・経費節減提案」について，各

部課等のミーティング体制等において，各部
課等においての情報の共有化，各部課等の実
態に応じた業務改善方策の検討等を行い，印
刷見積もり合わせ情報のWeb化，物品購入に
おける納品事実の可視化と共有等の改善を行
った。

２）業務のアウトソーシング等 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 業務のアウトソーシング
に関する具体的方策 アウトソーシング実施可能な業務について， について，引き続き検討を

Ⅲ 検討を行い，次のとおり実施した。 行う。
【２０５】 ・ 病院関係業務について，収入窓口業務，医
・ 業務，事務の標準化を進め 事当直業務，病院情報システム保守点検業務

るとともに，外部委託・人材 及び診療情報管理業務を外部委託した。
派遣等への切り替えによる業 ・ 旅費支給業務の外部委託については，費用
務の効率化や経費の節減の適 に対する有効性がないため導入を取り止め，
否を可能な限り定量的な検証 規則・運用について整備検討することとし
に基づいて検討し，効果的に た。
実施する。 ・ アウトソーシング可能な業務と非常勤職員

の雇用を比較・検討し，経費の縮減を図った。

【２０５－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 業務のアウトソーシングについて， Ⅲ １．業務改善検討委員会において，業務の集約

引き続き検討を行う。 化と将来的な業務のアウトソーシングを推進
するため検討を行っている。

２．旅費規則・細則等検討会において，旅費支
給業務の簡素化を目指した旅費規則・細則の
改正及び自家用車の業務使用に関する要項に
ついて検討した。

３）各種事務の電算化による事 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 新汎用システムから，独
務の効率化・迅速化に関する 平成１７年度に大学情報機構長を情報化統括 自新システムへの移行スケ
具体的方策 Ⅲ 責任者（ＣＩＯ）に，メディア基盤センター長， ジュールに基づき，システ

医療情報部長及び情報環境部長をＣＩＯ補佐に ムの円滑な移行及び稼動を
【２０６】 指名して，業務・システムの最適化の推進体制 引き続き進め，更なる効率
・ 各種事務の電算化を学術情 を構築し，次のとおり各種業務の電算化を進め， 化，最適化を図る。

報機構の定める方針の下で全 事務の効率化を図った。
学統一的に進め，労働時間の ①文部科学省が開発してきた新汎用システム
有効活用と人為ミスの低減に から独自システムへ転換するため，６年間
よる事務の効率化・迅速化を にわたる移行スケジュールを作成した。
めざす。 ②教育用計算機システムの更新に当たって

は，各学部の要求を元に，電算機システム
に対する専門的な観点から最適な仕様を策
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定し，これに基づく入札を経て，機器の導
入を行った。

③電子事務局構想のもとに，学内のグループ
ウエアとして「教職員ポータル」の活用を
推進するため，必要な機能の追加や運用の
ためのマニュアルを作成した。

④学内にあるソフトウェアの効率的な運用の
ため，ソフトウェア台帳の作成を進めると
ともに，業務に関するソフトウェアの一元
管理や経費削減のため，ソフトウエアのラ
イセンス契約を行った。

【２０６－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 事務の効率化及び迅速化を目指し， 【２０６－１】

業務・システムの最適化に向けた取り １．業務用ＰＣの効率的な管理と廃棄に伴う情
組みを推進する。 Ⅳ 報漏洩等を防止するため，業務電子化推進Ｗ

Ｇで購入仕様の統一と一括廃棄処理方法を検
【２０６－２】 討し，ＰＣサイクルを確立した。今年度下半
・事務電算化による業務の効率化を図る 期から契約課等との連携による試行を実施す

ため，既設システムの効率的メンテナ るため，各部局担当者との調整を行った。
ンスを図るとともに，事務汎用システ ２．教員の研究者情報等の入力改善を図るため，
ムから新システムへの移行を推進す 山口大学教員ＤＢ（仮称）構築プロジェクト
る。 を立ち上げ，必要な入力項目や適正なシステ

ムの検討を開始した。

【２０６－２】
１．共済システムを除き，平成２１年度末にメ

Ⅲ ンテナンスが終了する新汎用システムから独
自システムへの移行を完了した。また，移行
によるシステム統合に伴う既設システムへの
効率的なメンテナンスも併せて実施した。

２．教務・厚生事務電算機処理システムの効率
的運用と業務の効率化を図るため，新たなシ
ステム導入に向けた取り組みを行い，平成２
０年度稼働に向けた仕様の検討を開始した。

【２０７】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 高セキュリティ化を図る
・ システム間および部局間で 平成１６年度に，学内に数多く存在する情報 ため，国立情報学研究所（Ｎ

の共有データ等の全学統一管 Ⅲ システムを調査し，その結果を踏まえて情報セ ＩＩ）の「サーバ証明書の
理ルールを定め，ネットワー キュリティ対策，認証システム，情報集約化等 発行・導入における啓発・
クによる業務全体としての効 全学統一管理基準を策定し，効率的な電算化を 評価研究プロジェクト」に
率性向上に努める。 進めた。 参加するなど，引き続き認

①平成１７年度には，教務・厚生事務電算化 証機能強化を図る。
システムの仕様策定において，教務データ
の全学統一管理を実現した。

②認証システムの安定的稼動を確保するた
め，バックアップを用意して実用性を担保
した。

③教職員用のＷｅｂページや各種サーバに対
し，段階的に認証システムの導入を行った。

④また，大学評価・学位授与機構が構築する
「大学情報データベース」に対応するため，
大学評価室の下にプロジェクトを立ち上
げ，基礎となるデータの所在確認や既存シ
ステムと「大学情報データベース」の関係
について検討を開始した。
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【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．「山口大学自己点検評価システム（ＹＵＳ

Ｅ）」に関しては，学内の自己点検評価の仕
組みに対応するため，他システムとの連携作
業を開始した。

２．排水処理センター，安全対策室，メディア
基盤センターが協力して，化学薬品管理デー
タの全学一元管理について検討を進めた。

３．「高等教育機関の情報セキュリティ対策の
ためのサンプル規程集」や本学情報セキュリ
ティポリシー等，情報セキュリティ面での基
準事例の検討を開始した。

４．他大学とのデータ連携や計算機資源の共同
利用の際の情報セキュリティ確保に備え，国
立情報学研究所（ＮＩＩ＝National Instit
ute of Infomatics）が推進する，大学間
連携のための全国共同電子認証基盤（ＵＰＫ
Ｉ＝University Public Key Infrastructur
e）構築事業に参加した。

【２０８】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 同体制等により引き続き
・ 電算システムの開発および １．情報システムの開発・メンテナンスについ 実施する。

メンテナンス体制を整備する Ⅲ ては，平成１６年度から大学情報機構では「情
とともに，人材養成を図る。 報システム届出制度」を構築しており，組織

的かつ専門的にコンサルテーションを行って
いる。
①平成１８年度までに４７件の届出があり，

２３件のコンサルテーションを実施した。
②学内に分散している情報システムの集約

化及びメンテナンスの一元化を行い，業務
の省力化を図った。

２．人材養成においては，OJT(on the job tra
ining)を通じて，職員の適性，能力に応じた
システムの開発を担当させることで，職員の
能力向上を図った。また，毎年度，職員を総
務省及び文部科学省が主催する情報システム
統一研修等に派遣するとともに，中国四国地
区国立大学図書館協会と連携し，図書・学術
情報系専門職員の人材育成プロジェクトとし
て「図書・学術情報系専門員資格認定」事業
を開始した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．「教職員ポータル」のシステム保守体制案

を策定した。また，「教務・厚生事務電算シ
ステム」の保守については，従来特定教員個
人に依存していたが，パッケージ化を機に開
発元を含めた組織的システム保守体制への移
行を計画している。

２．情報関係業務の人材育成を行うため，総務
省及び文部科学省が主催する「情報システム
統一研修」等に８コース，延べ１２名が参加
した。

３．人材の育成を図るため，一般教職員向け学
内講習会として情報セキュリティ講習会８
回，パソコン講習会５回，デザイン講習会１
４回を実施した。
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４．国立情報学研究所の実務研修に３ヶ月間職
員を派遣し，共同利用機関としての全国的視
点から学術情報流通関係業務を体験させた。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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（１） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等

Ⅰ 戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用 ３ 意思決定の透明性の確保
１ 運営のための企画立案体制の整備状況及び活動状況 【平成16～18事業年度】・【平成19事業年度】
【平成16～18事業年度】 １）本学の運営等に係る各種案件については，まず，毎週開催する「副学長連絡

平成１８年５月の学長交代に伴い，学長を中心とした大学の企画立案マネジメン 会」で学長及び副学長間の情報の共有化を行い，各種案件の中から重要なもの
ト体制の見直しを行い，順次，整備できたものから新体制に移行した。新しい企画 は，法令及び学内関係規則に基づき，「教育研究評議会」，「経営協議会」，「役
立案マネジメント体制では，意思決定の迅速化，学長及び副学長間の情報の共有化， 員会」の審議を踏まえ，学長が最終的に意思決定を行った。
副学長及び事務部間の情報の共有化が図られるように，運営面の見直し及び企画立 ２）「教育研究評議会」及び「経営協議会」で審議する前には，学内の意見集約
案体制の整備を行った。 と合意形成のため「部局長会議」で意見交換を行うとともに，学長及び副学長
１）「役員会」を毎月定例開催することとし，迅速な意思決定が行えるようにした。 間の意思統一と最終的な調整のため，事務局各部長も陪席し，「幹事会」を開
２）大学運営上の課題及び問題点を把握し，副学長間の意見交換や情報の共有化を 催した。

日常的に行うため，学長及び副学長による「副学長連絡会」を毎週開催すること ３）意思決定及び決定過程の透明性・公正性を確保するため，「役員会」，「教育
とした。 研究評議会」，「経営協議会」及び「部局長会議」へ監事（常勤）の出席を求め

３）大学教育機構，産学公連携・創業支援機構及び大学情報機構の３機構が連携し るとともに，「役員会」，「経営協議会」及び「学長選考会議」の議事要旨を，
て大学運営の支援を行うため，「３機構連絡会」を設置し，毎月定例開催するこ 平成１６年１２月からWebページに掲載した。
ととした。 ４）平成１８年度から，学長メールマガジン（丸卓トークス・月刊）を通じて，

４）「教育研究評議会」及び「経営協議会」等の主要な会議に事務局各部長を出 全教職員に学長から直接メッセージを伝えた。
席させ，情報の共有化を図ることにより，大学運営の効率化を図った。

【平成19事業年度】 Ⅱ 総合的な観点から戦略的・効果的な資源配分
１）教育研究組織の見直しを主な検討課題としてきた「人文・社会科学系及び理系 １ 学長裁量経費

部局長会議」を廃止し，戦略性をもった大学としての企画立案・取組設定を行う 【平成16～18事業年度】
ため，また，部局長の部局運営能力向上に資するために「企画調整会議」を平成 １）学長のリーダーシップの下，本学の教育・研究の一層の推進を図るため学長
１９年４月に設置し，毎月定例開催している。 裁量経費（戦略的経費）を予算措置し，中期計画及び年度計画を確実に実施す

るためのプロジェクト等の重点的事項に対して配分した。

２ 上記の企画立案部門の具体的検討結果及び実施状況 【平成19事業年度】
【平成16～18事業年度】 １）学長裁量経費配分方針の見直しを行い，複数年プロジェクトの計画を可能と
１）人文・社会科学系及び理系部局長会議のもとに，ワーキンググループを設置し， した。また，学長の資源配分に対する基本的方針を明文化し，学内周知を行っ

平成１８年１０月に学士課程教育を巡る現状の分析，期待する将来の学士課程教 た。これらにより，部局においても法人の戦略に沿ったプロジェクトを計画す
育の姿の検討を行い，「報告書」をまとめた。また，学長は，同報告書を受け， ることが可能となった。
学士課程教育の改善・改革の基本方針を示した。

【平成19事業年度】 ２ 学長のリーダーシップによる教育職員の配置
１）山口大学憲章の基本理念を踏まえ，２０１５年に２００周年を迎える山口大学 【平成16～18事業年度】

の中長期の本学の将来像として，「明日の山口大学ビジョン」を策定した。 １）平成１６年度から導入している「教員仮定員（部局における基本的な教員配
２）本学として重点的に推進すべき社会連携，国際及びＩＴの分野について，その 置数）」を基に，平成１７年度から５年間，部局に配置している教員定員から

推進体制の検討を行い，平成２０年４月から，学長を本部長とする戦略本部と， 毎年度３％ずつ（５年間で１５％）を「学長運用ポスト」として，学長のリー
企画・立案・実施を担う「戦略室」を設置することとした。 ダーシップの下，教員を戦略的に部局等へ配置できる体制とした。「学長運用

３）民間からの借入による学生寮及び国際交流会館の整備について検討を行い，平 ポスト」の運用については，毎年度，１％弱を行政改革推進法による人件費削
成２０年度に実施することとした。 減及び処遇改善等への対応，１％弱を教育・研究の充実及び拡充に，１％強を

「戦略ポスト」として学長が戦略的に部局等へ配置することを明確化した。
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３ 上記の資源配分による事業の実施状況 ２ 戦略的な研究推進体制
【平成16～18事業年度】 【平成16～18事業年度】
１）大学として戦略的に実施するプログラムに加えて，各部局等における独創的・ １）研究特任教員及び研究主体教員については，公募を行い，研究目標・計画，

意欲的な取組を公募のうえ選考し予算配分を行った。 業績及び参考資料等の書類を提出させ，評価指標により書面審査及びヒアリン
具体的には，大学として戦略的に進めている研究特任・主体教員制度等への研究 グを経て，学長が認定することとした。また，スーパー研究推進体の認定に際
支援，学生の主体性と創造性を培う「おもしろプロジェクト」等の大学としての しての判定基準を詳細に改め，公募時に研究推進体代表者等に提示し，判定基
戦略的な取組など，２０件から３０件のプロジェクトを毎年度採択した。なお， 準の基となる事項については最終評価に反映させた。さらに，研究推進体につ
予算配分にあたっては，各学部の特色ある取組を支援するため，学長が各学部と いては，ヒアリングを実施するなど，大学から研究支援を受けるものについて
の意見交換会を実施した。また，部局長のリーダーシップを支援するための部局 は，認定の段階から評価を行った。
長裁量経費については，科学研究費補助金の獲得等に応じて傾斜配分した。

２）平成１８年度においては，教員人事ヒアリングを基に，戦略的配置として３名， 【平成19事業年度】
教育・研究の充実のため３３名の配置を行った。 １）研究特任教員及び研究主体教員の認定期間は５年間であり，認定者に対して

は年度活動報告を義務づけている。さらに，研究特任教員には３年目の中間評
【平成19事業年度】 価を行うこととしており，「研究支援教員に対する研究評価指針」及び「評価
１）平成１９年度の学長裁量経費（戦略的経費）については，複数年によるプロジ 実施要項」を定め，同指針に基づき，ビブリオメトリックス手法（論文被引用

ェクト９件を含み全１４件のプロジェクトを採択した。 数を用いた手法）や同手法のグローバルスタンダード値も参考に取り入れた中
２）平成１９年度における教員配置については，共通教育又は学部専門教育・研究 間評価を実施した。なお，評価結果は認定者にフィードバックするとともに，

の充実のため９名，また，各部局が戦略的に強化・充実を図ろうとする教育・研 その要点はWebページでも公開した。
究分野等に対し１７名を，さらに，設置基準対応・課程認定対応として１６名の
配置を行った。 なお，これらの取組により，国立大学法人評価委員会からの「中間評価の着実

な実施に向けて，評価基準の策定を進めることが期待される」との意見を大学運
Ⅲ 資源配分に対する中間評価・事後評価の実施 営に反映させた。
１ 予算配分及び学長裁量経費
【平成16～18事業年度】 ３ 附属施設の時限の設定状況
１）当初予算配分の策定にあたっては，本学の現状と課題を把握したうえで，中期 【平成16～18事業年度】

目標・中期計画を計画的に達成するための予算配分の指針となる「予算配分方針」１）時間学研究所は，平成１６年度に５年間の時限付研究所として設置，専任の
を作成し，計画的・戦略的に予算配分を行った。この中で，個々の事業に対する 教員を３名配置して，プロジェクト研究を公募し，分離融合型の研究を推進し
予算配分においては，実績に基づいた見直しを行い，効率的な予算配分を行った。 ている。

２）部局からの要求に基づき，学長のリーダーシップの下で予算配分を行う学長裁
量経費（戦略的経費）については，経費の執行状況，事業の進捗状況及び成果等 【平成19事業年度】
に対する事後評価を各部局で行ったうえで，学長等に報告書の提出を義務付けた。１）時限付きの研究センターとして，医学系研究科附属修復医学教育研究センタ
このことにより，事業主体である各部局においては，評価及び事業内容の点検を ー（６年間の時限付）及び理工学研究科附属安全環境研究センター（６年間の
自らが行い，翌年度の事業内容及び経費の見直し等の計画変更を必然的に行える 時限付）を設置し，学長裁量経費による活動支援のもとに国際的な若手研究者
体制とした。 の育成を行う教育研究拠点の形成活動に着手した。

【平成19事業年度】
平成１９年度に配分した学長裁量経費については，従来のプロジェクト実施部局

による自己点検・自己評価に加え，副学長等による中間・事後評価を行った。また，
「戦略的プロジェクト経費」及び「戦略的設備充実経費」については，事業終了後
に達成状況等を把握するため，ヒアリングを実施した。
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Ⅳ 業務運営の効率化 【平成19事業年度】
１ 事務組織の再編・合理化等 １）旅費規則・細則等検討会において，旅費支給業務の簡素化を目指した旅費規
【平成16～18事業年度】 則・細則の改正及び自家用車の業務使用に関する要項について検討した。
１）平成１６年７月，事務組織の機能・編成の見直しに関する具体的方策を検討す ２）新授業料債権管理システム構築作業グループにおいて，新授業料債権管理汎

るため，事務改善検討委員会及び事務改善検討部会を組織し，平成１８年４月， 用システムを導入したことにより，授業料管理の効率化を図った。
国際交流支援体制の充実のため，国際企画課と留学生課を再編・統合し，国際課 ３）電子決裁システム構築作業グループにおいて，教職員ポータルの普及，ウィ
に一元化。また，大学全体の業務の情報化を推進するため，情報環境部を２課体 ルス対策ソフトライセンスの統一化及び事務部門業務用パソコンの一括購入・
制から３課体制に再編した。 廃棄を実施し，業務処理のＩＴ化による効率化を図った。

２）業務運営の合理化に向け，これまで本学において検討してきた事務組織改革の ４）教育及び教員に関する複数のデータベースへの重複した入力作業の軽減と，
方向性及び行政改革推進法を踏まえた人件費総抑制等新たに発生した事項を念頭 また，データの有効活用を図るため，「山口大学教員データベース（仮称）」
に置くとともに，今後力点を置いて取り組む必要のある業務（学生支援，研究活 の入力項目やシステムの検討に着手した。
動交流，国際協力等学生及び対外的な対応に係る業務）の体制強化を図り，業務 ５）事務電算の新汎用システムから独自システムへの移行は，当初計画より２年
遂行をより効率的に実施できる枠組みの構築を目的として，平成１８年度に事務 短縮して完了した。
組織再編検討委員会を組織した。

【平成19事業年度】 ３ 各種会議・全学的委員会等の見直し，簡素化による教職員の負担軽減
１）平成１９年４月，研究推進及び産学連携の一層の充実を図るため，学術研究部 【平成16～18事業年度】

を研究推進課と産学連携課で構成する２課体制に再編した。 １）平成１６年度に，基本委員会を廃止するとともに，５６の全学委員会を４０
２）事務組織再編検討委員会の「事務組織再編に向けての基本方針（平成１９年９ に統合整理した。また，会議時間の短縮を図るため，「効率的な会議運営のガ

月）」を踏まえ，平成２０年度の事務組織体制の見直しを進め，学長を中心とし イドライン」を定めた。
た戦略的な業務運営を行うため，学長直属の組織として総合企画部を設置し，事
務の集約化，学生支援及び研究協力の分野の充実を図った。 【平成19事業年度】

１）大学教育機構について，平成２０年度から，現在組織されている教学関係の
８つの全学委員会を集約し，教学審議会，教学委員会，入試委員会に再編する

２ 業務運営の合理化に向けた取組 こととした。
【平成16～18事業年度】
１）平成１６年度に，事務改善検討部会において，事務の効率化・合理化に関する

基本方針として，「事務の効率化・合理化に関する提案」を取り纏め，業務毎に Ⅴ 収容定員の充足状況
改善の方策を検討する作業グループを組織し，業務改善を進めた。平成１７年度，○ 収容定員の充足状況
各部局等から年間業務スケジュールを提出させ，事務局長が各部課長に対して， 【平成16～18事業年度】
業務内容に関するヒアリングを実施した。 １）毎年度，学士課程，修士課程，博士課程及び専門職学位課程ごとの収容定員

２）平成１７年度から，「業務改善・経費節減」に関する提案を募り，各提案項目 に対して，８５％以上の学生を充足している。平成１８年度に改組を行った１
を「実現可能性，効果，新規性」の観点から検証した。また，「功績賞」，「グッ 学科で，入学定員に対する収容者数が１３０％となる事態が生じたため，学士
ドアイデア賞」を新設し，業務改善効果をあげた者，業務改善に資する優秀な提 課程においては，入学者の充足率を１００％に近づけるよう，各学部の合格者
案を行った者に対し，学長表彰を行うシステムを構築した。 数を適正なものとするよう申し合わせた。

３）文部科学省が開発してきた事務汎用システムから独自システムへ移行するた
め，６年間にわたる移行スケジュールを作成し，計画に沿って実行してきた。 【平成19事業年度】
また，学内のグループウェアとして「教職員ポータル」を開発し，必要な機 １）学士課程，修士課程，博士課程及び専門職学位課程ごとの収容定員に対して，
能の追加やマニュアルの整備を行った。さらに，学内にあるソフトウェアの ９０％以上の学生を充足しており，国立大学法人としての使命を果たしている
効率的な運用や経費削減を図るため，ソフトウェア台帳の作成やソフトウェ ものと判断している。一部の研究科において，定員超過率が１３０％を超えて
アライセンスの一括契約を行った。 おり，その理由については，１４１頁に記載した。なお，大学院の入学定員の

規模は小さく，入学志願者数は，景気動向や外国人留学生の受入状況の影響を
受ける傾向にある。今後の入学志願者及び就職状況等のニーズを踏まえて，適
正な規模となるように検討する予定である。
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Ⅵ 外部有識者の積極的活用 Ⅶ 監査機能の充実
１ 外部有識者の活用状況 １ 内部監査組織の独立性の担保等，監査体制の整備状況
【平成16～18事業年度】 【平成16～18事業年度】
１）平成１８年度，経営協議会委員の任期満了に伴い，学外有識者の意見をより大 １）監査室は学長直属の独立した組織として設置し，監査室長（専門員），監査

学運営に反映させるため，学外委員を９名から１０名に増員し，うち２名は女性 係長，監査係員の計３名で適法性及び妥当性の観点から，内部監査を実施して
とした。本学として，経営協議会への女性の参加は初めてであり，これにより， いる。内部監査は，年度当初に学長の承認を得て作成した年度計画に基づいて
経営協議会の構成は，学外委員１０名及び学内委員６名となった。 行った。

２）地域の企業等との連携強化を図るため，山口大学の活動状況の紹介と企業等と
の意見及び情報交換を行うため，「地域と山口大学の交流会」を継続的に開催す ２ 内部監査の実施状況
ることとし，平成１８年度は，山口県東部の中心的地域である周南市で実施した。【平成16～18事業年度】

３）学外有識者を「大学アドバイザー」として人材バンクし，大学の業務運営，財 内部監査は，毎年度内部監査計画を策定し，重点事項を定め，書面及び実地に
務等に関して指導・助言等を受ける「山口大学アドバイザリー制度」を構築し， よる監査を実施し，併せて過去に指摘した事項の改善状況の確認を行っている。
平成１８年度は，広報アドバイザーを配置した。

４）「山口大学憲章起草委員会」の構成員に，学外者を登用するとともに，保護者 【平成19事業年度】
向け広報誌「宅急便“山口大学”」の編集に当たっては，中国新聞社ＯＢの専門 平成１９年度は，現金等の出納・保管状況，固定資産の管理状況，実地たな卸
家による意見を反映させて，読みやすい紙面作りをした。 立会，科学研究費補助金の使用状況，競争的資金等の管理体制，大学運営上の問

題点の把握を重点項目として実施した。内部監査終了後，監査対象部署に対して
【平成19事業年度】 改善を要する事項を指摘し，改善案を提出させ，適宜改善状況の確認を行った。
１）本学の管理・運営の重点項目である国際関係に係る助言・指導を受けるため，

新たに特別顧問を１名置いた。
２）例年に引き続き，共通教育科目「知の広場」において，経営協議会委員や客員 ３ 監事監査，会計監査の実施状況及び監査結果の運営への活用状況

教授を含む学外有識者に授業を担当してもらい学生のキャリアデザインに役立て 【平成16～18事業年度】・【平成19事業年度】
ている。 １）監事監査は，毎年度監事監査計画を策定し，書面及び実地による監査を実施

３）本学のeラーニング教育環境を充実させるため，山口大学の現状の把握に努め している。監査は，監査事項に対する書面回答や監査対象者へのインタビュー
るとともに，他大学や企業での状況，技術，ノウハウを積極的に取り入れる目 のほか，重要会議への出席及び重要文書の閲覧等により行っている。
的で，「eラーニング研究会」を立ち上げ，学外有識者の意見や助言などを受け ２）会計監査人による会計監査は，国立大学法人における法定監査として実施し
ている。 ており，年間の監査計画を基に，期中の財務諸表を構成するための会計記録の

適正性を検証するとともに日常業務の指導や本学の内部統制の確認にも重点を
おいて監査した。

２ 経営協議会の審議状況及び運営への活用状況 ３）また，本学（学長，理事），監事，内部監査担当及び会計監査人の四者によ
【平成16～18事業年度】 る協議会を開き，監査報告・検出事項を協議する場を設け情報共有の場とし，
１）平成１６年度７回，平成１７年度４回，平成１８年度４回開催し，山口大学憲 監査結果の業務運営への活用を図った。

章の制定，業務の外注化，病院経営及び地域企業との包括的連携協定等，幅広い
分野について，助言・指導を受けた。

２）平成１８年度，旅費支給業務外部委託の導入について，学外の複数の委員から， ４ 監査結果の運営への活用状況
費用対効果の面から見直すように求められた。このため，旅費支給業務簡素化検 ○ 全体的状況
討会（座長：事務局長）を設け，旅費規則の見直し及び新たな旅費支給システム 【平成16～18事業年度】・【平成19事業年度】
の導入による旅費計算業務の簡素化，それに伴う経費節減の検討を行った。 １）監査終了後には，その都度監査対象者から監査事項に対する回答を提出させ，

監事のコメントとともに学内限定のホームページに掲載し，学内構成員との意
【平成19事業年度】 識の共有を図るなど運営に活用した。また，年度終了後は，当該年度の業務監
１）平成１９年度は４回開催し，予算・決算，中期計画変更及び業務実績等の法定 査報告書を学長に提出し，監事の指摘した検討事項に対する回答を提出させて

審議事項に加えて，資金運用，事務組織及び機構再編といった経営面に関する分 いる。
野についても，助言・指導を求め，戦略的な運営を行った。
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○ 個別的事例 Ⅸ 学術研究活動推進のための戦略的取組
【平成16～18事業年度】 【平成16～18事業年度】
１）監事監査において，「電子ジャーナルについて広報等の充実と利用促進」につ １）本学の研究活動の戦略的推進に係る企画・立案のための組織として「研究推

いて指摘があり，図書館では電子ジャーナル利用講習会の充実を図るとともに， 進戦略室」を発足させた。また，学術研究部の組織再編の中で，専任の学術研
利用者の求めに応じたメニューを追加するなど効果的，効率的な講習会を推進し 究部長を設置するとともに，研究推進課及び産学連携課による１部２課体制と
た。 し，研究推進と本学の特徴でもある産学連携の一層の充実を図った。

２）また，「情報セキュリティの向上」については，ＩＣカードを利用した入退館 ２）大学として戦略的に研究を推進するため，平成１６年度に研究特任教員及び
システムの利用による物理的セキュリティの推進，高機能スイッチへの切り替え 研究推進体の制度を構築し，大学として，世界水準の研究や萌芽的な研究等を
とフィルターの強化等による技術的セキュリティの向上，講習会を通してセキュ 推進してきた。平成１７年度には，新たに研究主体教員及びスーパー研究推進
リティ文化の普及を図るなど人的セキュリティの強化を行った。また，総合的セ 体の制度を構築した。
キュリティ体制を構築するため，情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）３）学長のリーダーシップの下，「研究推進戦略室」において，研究特任教員，
導入に向けた取組を推進した。 研究主体教員及びスーパー研究推進体の各事業の認定，指針等を明確にし，事

業の目的に応じた認定及び戦略支援を行った。
【平成19事業年度】 ４）研究特任教員支援経費においては，平成１６年度以降５名の研究特任教員に
１）「今後本学の戦略的情報発信に関しての協力・寄与が期待される」との指摘に 対し，研究支援のためのポスドクを配置した。平成１７・１８年度には学内か

対して，全学的な技術支援はもとより，従来から取り組んでいるパソコン講習 ら約１５０名の参加者を得て，１３名の研究主体教員による若手・萌芽研究報
会に併せて，受講者の利便性に配慮した，Webによる自学自習が可能な講習会も 告会を開催した。
開催している。また，「学術資産の活用」について，山口大学所蔵学術資産継承 ５）時間学研究所は，平成１６年度に５年間の時限付研究所として設置し，専任
事業プロジェクト活動委員会において，今後の活動方針について検討を行った。 の教員を３名配置し，学内から公募したプロジェクト研究を推進した。また，

各プロジェクトの研究活動の状況を研究活動報告書としてＷｅｂページに掲載
し，設置時限において，外部評価を含めた事後評価を行うこととした。

Ⅷ 教育研究組織の柔軟かつ機動的な編制・見直し等
【平成16～18事業年度】 【平成19事業年度】
１）全学的な教育研究組織の見直しの観点から，「人文・社会科学系及び理系部局 １）学術研究の一層の推進を図るため，「山口大学の学術研究推進戦略のあり方

長等合同会議」を四半期毎に１回，また，「人文・社会科学系及び理系部局長会 （プラン２００７）」を策定し，研究推進に関する全体計画，学術研究基盤整
議」を毎月１回開催し，本学の将来構想について検討を行い，教育研究組織の見 備のあり方，社会貢献(産学連携)活動のあり方について，法人全体での取り組
直しを行った。 みを明確にした。

２）平成１７年度は，経済学部観光政策学科，技術経営研究科（専門職大学院）及 ２）例年に引き続き，研究特任教員，スーパー研究推進体，時間学研究所への研
び医学系研究科保健学専攻（修士課程）を設置した。 究支援経費を配分するとともに，研究主体教員については新たに１０名の認定

３）理系大学院を再編するため，理系大学院再編検討ワーキング・グループを設置 を行い，研究成果公表のための経費を支援した。
し，理系学部・大学院の教員組織，教員人事及び運営組織の在り方等の検討を進
め，平成１８年度，理学部の学科，医学系研究科及び理工学研究科の専攻の再編
を行った。

【平成19事業年度】
１）平成１９年度，工学部の学科再編及び名称変更，医学系研究科保健学専攻（博

士後期課程）の設置を行った。また，緊急医師対策に関する検討を行い，平成２
１年度から医学部医学科の入学定員を５名増員する方針とした。
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